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上 ノ 国 町 行 財 政 改 革 計 画 策 定 に あ た っ て

は じ め に

私 が 町 長 に 就 任 し て 以 来 ２ 年 ７ ヶ 月 余 り 経 ち 、 こ の 間 の 行 政 運 営 は 一 貫 と

し て 、 「 役 場 が 変 わ れ ば 町 が 変 わ る 」 を 基 本 姿 勢 と し て 、 町 民 一 人 一 人 が こ

の 町 を 変 え る と い う 自 覚 を 持 ち 、 そ の 意 思 を 表 し て く れ る と 確 信 し て 執 り 行

っ て き ま し た 。

主 要 政 策 に

● 「 町 民 主 体 が 本 質 の ま ち づ く り 」

● 「 健 康 で 笑 顔 広 が る ふ る さ と づ く り 」

● 「 額 に 汗 し 、 夢 広 が る 産 業 づ く り 」

● 「 ふ る さ と の 生 活 環 境 づ く り 」

● 「 瞳 輝 き 笑 顔 広 が る 豊 か な 心 を 育 む ま ち づ く り 」

の ５ 本 柱 を 掲 げ 、 行 政 運 営 を し て ま い り ま し た 。

特 に 財 政 運 営 に つ い て は 、 逼 迫 す る 財 政 状 況 の 中 、 行 政 の 説 明 責 任 を 果 た

す と 同 時 に 経 済 性 、 緊 急 度 、 必 要 性 等 を 勘 案 し な が ら 重 点 配 分 を 余 儀 な く さ

れ 、 財 政 建 て 直 し に 全 力 を 挙 げ て 取 り 組 ん で き た と こ ろ で あ り ま す 。

こ れ か ら の 行 財 政 運 営 は 、 か つ て の よ う な 高 い 経 済 成 長 の も と で の 行 政 サ

ー ビ ス は 期 待 で き ず 、 自 己 責 任 ・ 自 己 決 定 の 原 則 に 基 づ き 、 選 択 と 集 中 に よ

る 政 策 に 迫 ら れ 、 限 ら れ た 資 源 を 効 率 的 に 運 用 す る こ と が 求 め ら れ る と 考 え

て お り ま す 。 特 に 、 行 政 サ ー ビ ス 、 資 源 の 有 効 活 用 、 戦 略 的 事 業 展 開 の 視 点

が 必 要 と な っ て き ま す 。

又 、 行 政 運 営 に つ い て は 、 行 政 の み が 行 う も の で は な く 、 地 区 住 民 の 皆 さ

ん と の 対 等 な 関 係 の も と で 協 働 に よ り 執 行 し な け れ ば 成 り た な い も の と 考 え

て お り ま す 。

改 革 は 、 私 た ち 行 政 を 担 っ て い る 者 と し て 常 に 追 い 求 め て 行 か ね ば な ら な

い 永 遠 の テ ー マ な の か も し れ ま せ ん 。 し か し ､ 北 海 道 発 祥 の 地 に ふ さ わ し く 、

先 人 が 築 き 上 げ た 歴 史 と 伝 統 に あ ふ れ た 上 ノ 国 の ま ち に 新 た な 歴 史 を 刻 み 、

持 続 的 に 発 展 し つ づ け 、 町 民 の 皆 さ ん が 住 ん で よ か っ た ､ 育 っ て よ か っ た と

誇 り に 思 え る ま ち に 再 構 築 で き る よ う 積 極 か つ 果 敢 に 挑 戦 し て ま い り ま す 。

平 成 １ ７ 年 ３ 月

上 ノ 国 町 長 工 藤 昇
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第１章 基本方針

第１ 計画の位置づけと期間及び目標

１ 策定までの経緯

○計画策定に及んだ背景

国 は 、 バ ブ ル 経 済 の 崩 壊 後 、 長 引 く 経 済 不 況 か ら 脱 却 す る こ と が

で き ず 、 デ フ レ 対 策 と 不 良 債 権 処 理 問 題 を 抱 え な が ら 、 国 税 収 入 は

大 幅 に 減 少 し 、 国 債 や 社 会 保 障 費 の 増 大 な ど で 非 常 に 厳 し い 環 境 下

に あ り 、 そ の 波 は 、 以 前 よ り 上 ノ 国 町 に も 及 ん で お り 、 鋭 意 行 財 政

改 革 に 取 り 組 ん で き ま し た 。

こ の よ う な 背 景 の 中 、 激 変 す る 社 会 情 勢 に お い て 「 上 ノ 国 町 の 自

立 」 を 選 択 し 、 自 立 プ ラ ン を 策 定 し な け れ ば な ら な い 緊 急 事 態 と な

り ま し た 。

○ 上ノ国町総合発展計画の見直し

平 成 １ ２ 年 に 策 定 し ま し た 「 第 ４ 次 上 ノ 国 町 総 合 発 展 計 画 」 は 、

２ １ 世 紀 に 向 か っ て 、 豊 か で 潤 い に 満 ち た 活 力 あ る 上 ノ 国 町 の 発 展

を 目 指 し 策 定 し ま し た 。 そ の 後 、 自 治 体 を 取 り 巻 く 環 境 は 大 き く 変

化 し 、 特 に 財 政 状 況 は 大 変 厳 し い も の と な り 、 平 成 １ ６ 年 に は 実 施

計 画 の 見 直 し を 行 い ま し た 。

○ 財源不足による危機的状況

財 政 運 営 で 真 に 自 立 す る た め に は 、 国 か ら 地 方 交 付 税 を 受 け な く

て も 、 歳 入 が 確 保 で き る よ う な 町 税 収 入 等 の 自 主 財 源 が 必 要 で す 。

し か し 、 全 国 の 多 く の 自 治 体 と 同 様 に 、 上 ノ 国 町 の 財 政 は 地 方 交

付 税 に 大 き く 依 存 し て お り 、 歳 入 全 体 の ５ 割 以 上 を 占 め て い ま す 。

こ の 地 方 交 付 税 は 、 平 成 １ ６ 年 度 予 算 で 約 ２ ２ 億 ６ 千 万 円 で あ り 、

ピ ー ク 時 の 平 成 １ １ 年 度 約 ３ ０ 億 ８ 千 万 円 と 比 較 し て 、 約 ８ 億 ２ 千

万 円 も 減 少 し て い ま す 。

現 在 、 こ の 減 少 分 を 臨 時 財 政 対 策 債 と い う 借 金 で 補 っ て い ま す が 、

そ の 借 金 分 を 加 え て も 約 ５ 億 ５ 千 万 円 が 減 少 し て い ま す 。

な お 、 「 国 の 三 位 一 体 改 革 」 に お い て 、 平 成 １ ９ 年 度 か ら の 臨 時

財 政 対 策 債 の 廃 止 、 さ ら に は 地 方 交 付 税 の 抜 本 的 な 見 直 し に よ る 減

少 が 避 け ら れ な い 見 通 し に あ る こ と か ら 、 平 成 １ ９ 年 度 地 方 交 付 税

は 平 成 １ １ 年 度 に 比 較 し て 約 １ ０ 億 円 減 少 す る と 見 込 ま れ ま す 。

ま た 、 町 の 自 主 的 財 源 で あ る 町 税 は 、 平 成 １ ６ 年 度 当 初 予 算 で は 、
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歳 入 の 約 ８ ． ４ ％ よ り 占 め て い ま せ ん 。

本 町 に お い て も 少 子 ・ 高 齢 化 が 進 ん で お り 、 回 復 傾 向 が 期 待 さ れ

る 景 気 動 向 を 加 味 し て も 、 町 税 の 伸 び は 期 待 で き な い 状 況 で あ り 、

国 か ら の 税 源 移 譲 は 地 方 に は 厳 し い も の と 予 想 さ れ ま す 。

以 上 の よ う に 、 町 の 歳 入 は 地 方 交 付 税 の 減 少 を 最 大 の 原 因 と し て 、

年 々 減 少 し て い ま す 。 こ の ま ま の 状 態 で 推 移 す れ ば 、 財 源 不 足 額 は

年 々 増 大 し 、 基 金 の 繰 入 れ を 行 っ て も 数 年 後 に は 町 の 財 政 は 確 実 に

破 た ん す る と い う 危 機 的 状 況 で あ り ま す 。

○ 檜山南部４町合併協議会の解散

平 成 １ ４ 年 １ ２ 月 に 檜 山 南 部 ５ 町 （ 江 差 町 、 上 ノ 国 町 、 厚 沢 部 町 、

乙 部 町 、 熊 石 町 ） に よ る 任 意 の 合 併 問 題 協 議 会 を 立 ち 上 げ 、 法 定 協

議 会 へ 向 け て 検 討 を 重 ね ま し た 。

そ の 後 、 熊 石 町 が 離 脱 し 、 残 る ４ 町 に よ り 平 成 １ ６ 年 １ 月 に 法 定

の 檜 山 南 部 ４ 町 合 併 協 議 会 が 設 立 さ れ ま し た 。

当 協 議 会 は 、 約 半 年 間 に 亘 り 協 議 を 重 ね ま し た が 、 ２ 町 の 合 併 見

送 り 表 明 が あ り 、 平 成 １ ６ 年 ７ 月 ９ 日 第 ８ 回 会 議 に お い て 当 協 議 会

の 解 散 が 決 定 い た し ま し た 。

○ 行財政改革の必要性

日 本 全 体 の 約 ９ 割 が 中 流 世 帯 と 考 え ら れ た バ ブ ル 経 済 の 時 代 が 崩

壊 し て 以 来 、 国 で は 経 済 対 策 の た め 幾 度 も 公 共 工 事 へ の 投 資 や 大 幅

減 税 等 様 々 な 手 を 打 っ て き ま し た が 、 残 念 な こ と に 経 済 は 低 迷 の ま

ま で 、 回 復 の 兆 し を 見 出 せ な い 状 況 に あ り ま す 。

こ の よ う な 中 で 、 国 に お い て は 地 方 分 権 の 名 の 下 「 国 か ら 地 方

へ 」 「 官 か ら 民 へ 」 の 基 本 姿 勢 で 、 地 方 へ の 分 権 を 大 幅 に 拡 大 し 、

地 方 の 役 割 と 責 任 を 明 確 に し た 地 方 分 権 型 の 新 た な 行 政 シ ス テ ム を

構 築 す べ く 「 三 位 一 体 の 改 革 」 を 強 力 に 推 進 し て い る と こ ろ で あ り

ま す 。

し か し な が ら 、 本 町 を 取 り 巻 く 環 境 を 考 え る と 地 方 交 付 税 の 大 幅

削 減 と 人 口 流 失 に 歯 止 め が か か ら ず 、 自 主 財 源 や 税 源 が 極 め て 乏 し

い 状 況 で 地 方 分 権 を 推 進 さ れ て も 、 そ の 受 け 皿 と な る 町 に 体 力 は 残

念 な こ と に 残 っ て お ら ず 、 極 め て 厳 し い 行 財 政 運 営 を 行 っ て い る の

が 現 状 で あ り ま す 。

本 町 は 、 今 後 も 国 や 道 の 財 政 事 情 の 影 響 を 直 接 受 け 、 産 業 不 況 、

雇 用 問 題 、 人 口 の 高 齢 化 や 人 口 の 減 少 に 歯 止 め が 利 か な い 大 変 厳 し

い 状 況 に 置 か れ て い ま す 。

知 恵 を し ぼ り 自 立 に 向 け 抜 本 的 に 行 財 政 運 営 シ ス テ ム を 見 直 し 、

町 の 構 造 改 革 に 取 り 組 む 必 要 が あ り ま す 。
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○ 行財政改革推進室の設置

合 併 協 議 会 解 散 を 受 け 、 上 ノ 国 町 は 自 立 の 道 を 歩 む た め 、 抜 本 的

な 行 財 政 改 革 を 推 進 す る こ と を 目 指 し 、 行 財 政 改 革 推 進 室 を 平 成 １

６ 年 ８ 月 １ 日 に 設 置 し ま し た 。

本 改 革 は 、 単 に 行 財 政 改 革 を 進 め る た め だ け で は な く 、 町 の 将 来

像 も 見 据 え た 計 画 と す る た め 、 専 任 職 員 を ２ 名 配 置 し 、 企 画 政 策 課

長 が 室 長 を 兼 務 す る ３ 人 体 制 で 臨 み ま し た 。

２ これまでの取り組み状況

平 成 １ ４ 年 度 に 町 の 将 来 的 な 財 政 状 況 を 分 析 検 討 し た と こ ろ 、 約

６ 億 円 の 歳 入 不 足 を 生 ず る 事 が わ か り 、 将 来 に 渡 る 財 政 危 機 を 乗 り

切 る た め 平 成 １ ５ 年 度 よ り 、 硬 直 が 進 む 財 政 状 況 を 打 破 す る 目 的 で 、

次 の 内 容 を 見 直 す こ と で 、 約 ２ 億 円 の 削 減 を お こ な っ て い ま す 。

○ 議会の人件費

・ 議 員 定 数 を １ ６ 名 か ら １ ４ 名 へ 削 減

・ 期 末 手 当 を ４ ． ７ ヵ 月 か ら ４ ． ４ ヵ 月 へ 削 減

・ 期 末 手 当 加 算 額 の ２ ０ ％ 凍 結

・ 費 用 弁 償 の 町 内 日 当 等 の 廃 止

・ 交 際 費 の 削 減

○ 職員の人件費

・ 常 勤 特 別 職 （ ４ 役 ） の 給 料 を ５ ％ 削 減

・ 常 勤 特 別 職 、 一 般 職 員 の 期 末 手 当 を ４ ． ７ ヵ 月 か ら ４ ． ４ ヵ 月 へ

削 減

・ 常 勤 特 別 職 の 期 末 手 当 加 算 額 の ２ ０ ％ を 凍 結

・ 一 般 職 員 の 給 料 を ２ ％ 削 減

・ 一 般 職 員 の 期 末 勤 勉 手 当 役 付 加 算 を ５ ０ ％ 凍 結

・ 特 殊 勤 務 手 当 の 凍 結

・ 時 間 外 勤 務 の 代 休 化

・ 職 員 数 の 不 補 充 （ ３ 名 ）

○ 町有施設等の廃止

・ 湯 ノ 岱 、 石 崎 保 育 所 の 閉 所

・ 海 洋 開 発 活 性 化 セ ン タ ー の 廃 止

・ 養 殖 作 業 管 理 船 の 廃 止

・ 町 営 湯 ノ 岱 プ ー ル の 廃 止
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○ 施設運営の見直し

・ 林 業 セ ン タ ー 宿 泊 部 門 の 廃 止

・ 日 本 海 情 報 交 流 館 の 衛 星 放 送 契 約 の 廃 止

・ 上 ノ 国 町 総 合 福 祉 セ ン タ ー （ ジ ョ イ じ ょ ぐ ら ） の 休 館 日 設 定

・ 上 ノ 国 町 民 図 書 室 の 休 館 日 設 定

・ 町 営 上 ノ 国 プ ー ル の 夜 間 開 設 中 止

・ 学 校 開 放 事 業 の 管 理 人 の 削 減

○ その他施設維持管理、各種事業関係の見直し

３ 計画の位置づけ

こ の 計 画 は 、 平 成 ８ 年 度 に 策 定 さ れ た 行 財 政 改 革 大 綱 を 引 き 継 ぐ

も の で あ り 、 財 源 不 足 の 解 消 を 図 る た め 平 成 １ ５ 年 度 よ り 実 施 し て

い る 財 政 改 革 を 踏 襲 し な が ら も 、 改 め て 抜 本 的 に 見 直 し ま す 。

見 直 し に 当 た っ て は 、 行 財 政 改 革 の 改 革 項 目 、 実 施 内 容 、 実 施 時

期 及 び 削 減 見 込 額 を 明 示 し た 実 施 計 画 を 定 め ま す 。

地 方 交 付 税 制 度 の 改 正 が 、 ま だ ま だ 不 透 明 な こ と か ら 、 本 計 画 は

短 期 的 （ ５ 年 間 ） 計 画 と し ま す 。

＜ 行 財 政 改 革 計 画 の 位 置 づ け ＞

１ １ １ １ １ １ １ １ １ １ ２ ２

８ ９ ０ １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ ０ １

年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年

度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度 度

財 政 改 → → 見 直 し → →

行 政 改 革 大 綱 革 実 施 行 財 政 改 革 計 画

第 ３ 次 総 合 発 展 第 ４ 次 総 合 発 展 計 画 ・ 実 施 計 画

計 画 ・ 実 施 計 画 見直し
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４ 計画期間と目標

○ 期 間

実 施 計 画 の 期 間 は 、

平 成 １ ７ 年 度 ～ 平 成 ２ １ 年 度 ５ 年 間

と し ま す が 、 社 会 経 済 状 況 に 的 確 に 対 応 す る た め 毎 年 検 証 を 行 い 、

随 時 見 直 し を 実 施 し ま す 。

○ 目 標

・ 自 立 す る た め の 抜 本 的 な 行 政 改 革 と 財 政 改 革 並 び に 組 織 機 構 改 革

を 断 行 し 、 産 業 基 盤 を 強 化 し た 活 力 あ る 上 ノ 国 町 を 目 指 し ま す 。
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第２ 計画方針

１ 改革の方針

○ 行財政改革の視点

行 政 運 営 シ ス テ ム の 改 革 に 当 た っ て の 視 点 と し て は 、 ま ず バ ブ ル

経 済 時 代 に 築 か れ た 行 政 の 仕 組 み か ら 脱 却 す る こ と が 必 要 で す 。 特

に 財 政 事 情 は 、 右 肩 上 が り の 経 済 社 会 を 望 め な い 現 在 、 行 政 サ ー ビ

ス や 町 で や る べ き 業 務 を 抜 本 的 に 見 直 し 、 将 来 も 見 据 え て 新 た な 行

政 運 営 シ ス テ ム を 構 築 し て い き ま す 。

次 に 、 基 礎 的 自 治 体 と し て の 能 力 を 高 め 、 地 方 自 ら が 町 民 の 望 ん

で い る こ と を 政 策 化 し 実 施 で き る 自 治 体 へ と 変 革 さ せ ま す 。

更 に 、 効 率 性 と 成 果 を 重 視 し た 行 政 運 営 を 目 指 し て 、 具 体 項 目 と

実 施 年 度 を 掲 げ 、 確 実 に 改 革 を 実 行 で き る 体 系 を 整 え ま す 。

ま た 、 組 織 機 構 改 革 に つ い て も 実 施 し 、 組 織 の ス リ ム 化 を 進 め ま

す 。 仕 事 の や り 方 を 変 え 基 礎 体 力 を 強 化 す る こ と に よ り 、 ど の よ う

な 社 会 変 化 に も 迅 速 、 か つ 、 柔 軟 に 対 応 で き る よ う に 変 革 さ せ ま す 。

こ れ に よ り 、 町 民 の 皆 さ ん が 満 足 で き る 質 の 高 い サ ー ビ ス を 提 供

し 続 け る こ と が で き 、 安 心 し て 暮 ら し 働 き 続 け る こ と が で き る 上 ノ

国 町 を 目 指 し ま す 。

○ 行財政改革の方針

現 状 の 行 政 運 営 を 実 施 し た 場 合 の 財 政 状 況 を 的 確 に 把 握 す る た め

に 、 平 成 １ ７ 年 度 か ら 平 成 ２ １ 年 度 ま で ５ 年 間 の 財 政 シ ミ ュ レ ー シ

ョ ン （ 財 政 推 計 ） を 作 成 し て 、 こ の 推 計 結 果 を 基 に 、 計 画 の 内 容 を

位 置 づ け る

行 政 改 革・

財 政 改 革・

組 織 機 構 改 革・

産 業 基 盤 の 強 化・

の ４ 本 の 柱 を 計 画 の 基 本 方 針 に 掲 げ 、 改 革 に 取 り 組 ん で い き ま す 。

２ 行政改革及び財政改革

行政改革○ 効率的な事務事業を目指すための

豊 で 安 心 し た 地 域 社 会 を 作 り 上 げ る た め 住 民 参 加 型 の 行 政 運 営 を

目 指 し 、 各 地 区 の 実 情 に 応 じ た 自 己 決 定 ・ 自 己 責 任 を 原 則 に 地 区 住

民 の 満 足 度 が 向 上 で き る 社 会 へ と 変 革 し て い き ま す 。
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地 区 住 民 自 治 と 行 政 が 独 立 し な が ら も 融 和 し た 「 行 政 と 町 民 で 協

働 し た ま ち づ く り 」 へ の 転 換 を 図 り 、 町 民 参 加 型 で 築 く 地 域 社 会 の

構 築 に 取 り 組 み ま す 。

町 民 に 説 明 責 任 を 果 た す と 同 時 に 町 政 へ の 参 加 が し や す い 環 境 を

整 備 し 、 行 政 情 報 の 共 有 化 を 目 的 に 積 極 的 に 情 報 提 供 を 推 進 し ま す 。

行 政 ニ ー ズ の 複 雑 化 や 多 様 化 に と も な う 行 政 需 要 へ 迅 速 に 対 応 で

き る シ ス テ ム へ と 改 善 を 図 り 、 規 制 緩 和 や 各 種 申 請 手 続 き 等 の 住 民

負 担 の 軽 減 や サ ー ビ ス 向 上 の た め に 事 務 処 理 の 改 善 と 事 務 事 業 の 整

理 合 理 化 を 図 り ま す 。

限 ら れ た 行 財 政 資 源 を 適 正 且 つ 効 率 的 に 配 分 し た り 、 激 し い 社 会

情 勢 変 化 に 伴 い 必 要 性 が 低 下 し た 事 業 や 効 果 が 乏 し い 事 業 な ど を 的

確 に 把 握 す る た め 行 政 評 価 シ ス テ ム の 導 入 を 図 り ま す 。

行 財 政 全 般 に 点 検 ・ チ ェ ッ ク を お こ な い 行 政 需 要 の 変 動 な ど 、 優

先 順 位 の 高 い 政 策 ・ 施 策 に 移 行 で き よ う 体 制 を 整 え 、 効 率 的 行 政 運

営 を 進 め て い き ま す 。

厳 し い 財 源 事 情 、 職 員 数 の 減 少 、 事 務 量 の 増 大 な ど に 対 応 す る た

め に 、 職 員 能 力 を 最 大 限 発 揮 で き る よ う 職 員 研 修 の 充 実 を 図 り 、 専

門 知 識 の 習 得 や 能 力 の 高 い 職 員 の 育 成 に 努 め て ま い り ま す 。

こ れ ら を 複 合 的 に 捉 え 抜 本 的 に 行 政 運 営 を 改 善 し て い き ま す 。

財政改革○ 今後の財政状況を鑑みて、歳入の確保と歳出の削減策を図る

町 財 政 状 況 は 、 人 件 費 や 公 債 費 な ど の 義 務 的 経 費 の 割 合 が 高 く 硬

直 化 の 状 態 に あ る と と も に 、 交 付 税 収 入 等 の 急 激 な 減 少 や 扶 助 費 、

公 債 費 等 の 歳 出 の 増 嵩 に よ り 、 歳 入 と 歳 出 の バ ラ ン ス が 崩 れ 掛 け て

い る 現 状 を 把 握 し た 上 で 、 現 在 の 行 政 運 営 を 続 け た 場 合 を 想 定 し た

５ 年 間 の 財 政 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン を 行 い ま す 。

そ の 際 、 推 計 結 果 を 左 右 す る 歳 入 部 門 で は 、 不 透 明 な 部 分 が あ る

地 方 交 付 税 な ど の 算 定 根 拠 を 十 分 検 討 し て 推 計 し ま す 。 ま た 歳 出 部

門 は 、 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 な ど に ず れ が 生 じ な い よ う 内 容 分 析 を 十

分 に お こ な い 推 計 し て い き ま す 。

こ う し て 出 さ れ た 推 計 結 果 を 基 に 事 務 事 業 の 見 直 し や 整 理 合 理 化

を 図 り 、 施 策 の 見 直 し や 事 務 事 業 の 効 率 化 を 進 め 、 優 先 順 位 の 高 い

政 策 を 成 果 主 義 に 基 づ 見 直 す な ど し て 、 財 政 の 基 礎 体 力 強 化 に 努 め

て い き り ま す 。

当 然 、 不 必 要 な こ と や 節 約 し な け れ ば い け な い 部 分 は 、 職 員 一 丸

と な っ て 取 り 組 ん で い き ま す が 、 町 民 へ 受 益 者 負 担 を 求 め ざ る を 得

な い 状 況 で も あ り ま す 。

も う 一 方 で 、 活 力 あ る ま ち に す べ く 産 業 基 盤 の 強 化 策 に 重 点 的 に

投 資 を 図 り 、 基 幹 産 業 の 充 実 強 化 策 を 展 開 し 、 歳 入 歳 出 と も に 安 定
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し た 財 政 基 盤 の 確 立 を 目 指 し て い き ま す 。

３ 組織機構改革

○ 社会情勢の変化に迅速で的確に対応できるスリムな組織を目指す

組織機構改革

社 会 情 勢 の 変 化 に 迅 速 に 対 応 し 、 且 つ ス リ ム で 変 化 に 強 い 組 織 と

す る た め 、 「 組 織 と し て 総 合 力 を 高 め ら れ る 組 織 」 、 「 経 営 感 覚 も

視 野 に 入 れ た 組 織 」 、 「 住 民 ニ ー ズ の 多 様 化 、 か つ 複 雑 化 に 対 応 で

き る 組 織 」 、 「 庁 内 分 権 と 柔 軟 な 組 織 形 態 が 可 能 な 組 織 」 の ４ 点 の

観 点 か ら 組 織 の 再 編 を 行 い ま す 。

○組織再編の目的

現 在 、 町 村 を 取 り 巻 く 環 境 は 、 国 が 進 め る 三 位 一 体 改 革 と 地 方 分

権 、 北 海 道 の 深 刻 な 財 政 危 機 と 道 州 制 を 鑑 み た 権 限 委 譲 等 に よ り 、

町 の 事 務 事 業 の 増 加 は 避 け ら れ な い 状 況 で す 。

地 方 分 権 と い う 名 の も と 今 以 上 の 分 権 拡 大 が 予 想 さ れ 、 地 域 の こ

と は 地 域 で 考 え な け れ ば な り ま せ ん し 、 行 政 サ ー ビ ス 内 容 も 多 岐 多

様 な ニ ー ズ に 対 応 し て い か な け れ ば な ら な い 状 況 に あ り ま す 。

ま た 、 国 や 道 か ら の 事 務 委 任 に よ る 事 務 量 の 増 加 は 避 け ら れ な い

一 方 、 町 の 重 要 政 策 を 検 討 し 実 行 す る 力 も 必 要 と な っ て い ま す 。

し か し な が ら 、 町 財 政 状 況 が 厳 し く 職 員 数 も 削 減 し な け れ ば な ら

な い こ と か ら 、 既 存 の 行 政 シ ス テ ム で は 、 行 政 サ ー ビ ス の 維 持 向 上

を 望 む こ と は 不 可 能 で あ り 、 従 来 型 の 町 行 政 運 営 シ ス テ ム を 抜 本 的

に 見 直 さ な け れ ば な り ま せ ん 。

こ の よ う な こ と か ら 、 少 人 数 で も 政 策 決 定 能 力 を 高 め な が ら 、 住

民 の ニ ー ズ を 的 確 に 捉 え 、 迅 速 で 効 果 的 な 行 政 運 営 シ ス テ ム を 構 築

す る た め 組 織 の 再 編 を 行 い ま す 。
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○ 組織機構の概念図

リ ー ダ ー シ ッ プ と 連 携 事 務 分 掌 の 明 確 化

住 民 対 応 部 門

一元化

連 携 連 携

内 部 管 理 部 門 政 策 担 当 部 門 外 部 管 理 部 門

予 算 一 元 化 （ 重 点 政 策 の 決 定 ） 予 算 一 元 化

産 業 振 興 部 門

振 興 中 心

○ 組織機構の特徴

・ 町 民 に 分 か り や す い 組 織 体 系 と す る た め 課 を 統 合 し 、 事 務 分 掌 を

明 確 に し ま す 。

・ 定 員 管 理 計 画 に 基 づ き 退 職 等 の 自 然 減 に よ る 人 員 補 充 を 原 則 行 わ

な く て も 対 応 可 能 な 組 織 へ と 再 編 し ま す 。

・ 人 員 配 置 を 課 内 で 自 由 に 調 整 で き る よ う 分 権 を 行 い 、 フ レ キ シ ブ

ル な 組 織 体 系 と し ま す 。

・ 当 面 の 課 題 に 対 応 す る た め 室 を 設 け ま す 。

４ 産業基盤の強化策

【農業についての現状と基本方針】

上 ノ 国 町 の 農 業 は 、 低 い 農 業 生 産 性 ・ 高 い 兼 業 農 家 率 と い う 現 状

に あ り 、 農 業 専 業 で は 担 い 手 が 残 り に く く 、 高 齢 社 会 へ の 加 速 が 顕

著 に 現 れ て い ま す 。 こ の ま ま の 状 況 が 続 け ば 、 平 成 ２ ２ 年 に は 、 現

在 の 販 売 農 家 数 の 約 ８ ５ ％ ま で に 減 少 す る と 予 想 さ れ ま す 。

戦 後 の 農 業 が 食 料 増 産 に 奮 闘 す る 一 方 で 、 農 漁 村 の 労 働 力 は 都 市

へ と 流 出 し 、 北 海 道 農 業 は 、 機 械 化 ・ 省 力 化 ・ 規 模 拡 大 へ と 変 革 を

遂 げ て き ま し た が 、 本 町 の 農 業 構 造 は 、 戦 後 と 同 じ 零 細 な 経 営 形 態

で 今 日 に 至 っ て い ま す 。 ま た 、 近 年 の 日 本 経 済 は 、 規 制 緩 和 か ら の

自 由 競 争 ・ 市 場 原 理 へ と 変 化 し ま し た が 、 本 町 の 生 産 者 は 、 農 業 者
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か ら 経 営 者 へ の 変 革 が 進 ま ず 、 取 り 残 さ れ て い る 状 況 に あ り ま す 。

こ の よ う な 状 況 の 中 で 、 農 漁 村 に は 、 人 が 少 な く な り 、 か つ て 活

気 に 溢 れ た 村 社 会 も 衰 退 し た 姿 が 目 に つ く よ う に な り 、 産 業 と し て

ま た 集 落 と し て 成 り 立 た な く な る 状 況 が 目 前 に 迫 っ て い ま す 。

ま た 、 町 内 の 多 く の 集 落 は 、 農 業 を 基 幹 産 業 の 一 つ と し て お り 、

農 業 が 衰 退 す れ ば 地 域 ・ 町 が 崩 壊 す る 危 険 を 内 在 し て い ま す 。

農 畜 産 物 の 価 格 低 下 ・ 市 場 原 理 ・ 貿 易 の 自 由 化 な ど 農 業 関 連 情 勢

が 大 き く 変 わ り 、 従 前 の 反 収 向 上 ・ 品 質 向 上 を 中 心 と し た 生 産 振 興

対 策 だ け で は 、 現 状 の 問 題 解 決 に は 至 ら な い と 考 え ら れ ま す 。 こ の

よ う な こ と か ら 考 え ま す と 、 農 業 の 構 造 改 革 を 断 行 し 、 斬 新 的 ・ 具

体 的 な 農 業 振 興 プ ラ ン が 必 要 と さ れ る 時 は な か っ た と 考 え ま す 。

ま た 、 農 業 の 地 域 条 件 （ 自 然 条 件 ・ 産 業 構 造 ・ 生 産 方 式 ・ 労 働 力

構 成 ・ 特 色 ） を 熟 慮 し た 独 自 性 の あ る 基 幹 作 物 の 創 出 を 再 検 討 す る

必 要 が あ り ま す 。

農 業 が 基 幹 産 業 で あ り 農 村 集 落 が 地 域 構 造 の 基 本 単 位 の 一 つ で あ

る こ と を 再 認 識 し 、 関 係 機 関 が 農 業 の 復 興 に 対 し 、 額 に 汗 を 流 し 全

力 を 挙 げ 、 あ ら ゆ る 手 段 を こ う じ て 農 業 の 活 性 化 に 取 り 組 ん で い き

ま す 。

【漁業についての現状と基本方針】

上 ノ 国 町 の 漁 業 は 、 イ カ 、 マ ス 、 ス ケ ト ウ ダ ラ 等 の 回 遊 魚 を 中 心

と し て 、 漁 家 経 営 を し て き ま し た が 、 ２ ０ ０ 海 里 の 設 定 や 資 源 の 減

少 に よ り 漁 獲 量 、 漁 獲 高 と も 変 動 が 激 し く 不 安 定 な 生 産 状 況 と な っ

て い ま す 。

こ の た め 、 漁 船 漁 業 と 養 殖 漁 業 の 複 合 的 経 営 の 確 立 を 図 る た め 、

海 洋 牧 場 に お い て 養 殖 漁 業 の 核 と な る ア ワ ビ の 安 定 供 給 と 、 高 品 質

化 に 向 け た 技 術 の 確 立 と 効 率 化 な ど 自 主 的 な 取 り 組 み を 続 け て い ま

す。

ま た 、 水 産 資 源 回 復 に 向 け た 磯 焼 け の 解 消 や 、 藻 場 の 再 生 、 漁 場

環 境 保 全 を 目 的 と し た 排 水 処 理 施 設 整 備 の 推 進 や 、 集 落 環 境 の 整 備

も 併 せ て 行 い 漁 港 ・ 漁 場 の 一 体 整 備 を 進 め て き て い ま す 。

国 内 外 の 漁 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 一 段 と 厳 し さ を 増 し 、 新 た に 食 の

安 全 ・ 安 心 に 関 す る 国 民 的 な 要 請 の 高 ま り へ の 適 切 な 対 応 が 求 め ら

れ 、 こ れ ら に よ る 影 響 は 本 町 水 産 業 に も 大 き い も の が あ り ま す 。

ま た 、 輸 入 水 産 物 の 増 大 と 国 内 水 産 物 の 競 合 や 産 地 価 格 の 低 迷 は 、

生 産 現 場 に 対 し 大 き な 影 響 を 及 ぼ し て お り 、 漁 業 者 の 減 少 と 高 齢 化

に よ る 漁 業 経 営 基 盤 の 脆 弱 化 と 相 ま っ て 、 地 域 活 力 が 低 下 し て い ま

す。

こ の よ う な 厳 し い 情 勢 下 に お い て 、 水 産 資 源 の 持 続 的 利 用 と 水 産
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業 の 健 全 な 発 展 に よ る 水 産 物 の 安 定 供 給 を 基 本 理 念 に 、 漁 業 部 門 に

加 え て 加 工 、 流 通 も 含 め た 水 産 業 全 体 を 包 括 的 に 施 策 対 象 と す る 考

え 方 が 示 さ れ て い ま す 。

し か し 、 一 方 で は 経 済 状 況 の 悪 化 に 伴 う 国 ・ 地 方 財 政 再 建 の 方 針

に よ り 、 水 産 業 ・ 漁 村 振 興 の 一 躍 を 担 う 水 産 基 盤 整 備 を 含 め た 公 共

事 業 の 縮 減 傾 向 が 続 い て お り 、 地 域 の 実 態 に 応 じ た 多 様 な 効 果 が 見

込 ま れ る 事 業 展 開 が 求 め ら れ て い ま す 。

こ の よ う な 情 勢 の 下 で 、 水 産 物 の 安 定 供 給 と 水 産 業 及 び 漁 業 者 の

健 全 な 発 展 を 目 指 し た 漁 業 や 漁 村 の 将 来 像 を 実 現 さ せ る た め に 資 源

を 活 か し き る 様 々 な 施 策 を 実 行 し 、 行 政 と 漁 業 者 が そ れ ぞ れ の 役 目

を 互 い に 果 た し 協 働 体 制 を 確 立 さ せ 、 漁 業 の 活 性 化 に 取 り 組 ん で い

き ま す 。
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第３ 推進体制

１ 推進の考え方

行 財 政 改 革 計 画 を 確 実 に 実 施 す る た め 、 町 広 報 等 に よ り 町 民 に 公

開 し ま す 。 そ の 際 、 年 度 ご と に 目 標 を 達 成 す る よ う 、 実 施 具 体 計 画

の 項 目 に 添 っ て 成 果 に つ い て 検 証 を 行 い 、 進 捗 状 況 と 達 成 度 を 的 確

に 把 握 し ま す 。

さ ら に 、 計 画 自 体 の 内 容 を 再 検 討 し 、 次 年 度 以 降 の 実 施 具 体 計 画

に 反 映 さ せ て 計 画 の 充 実 を 図 り 、 全 て の 職 員 と 町 民 が 協 働 体 制 を と

り 、 改 革 の 必 要 性 と 重 要 性 を 認 識 し な が ら 一 丸 と な っ て 着 実 に 実 行

し て い き ま す 。

２ 推進の方法

・ 行 財 政 改 革 計 画 に 基 づ き 、 予 算 編 成 に 併 せ て 改 革 工 程 表 を 作 成 し 、

計 画 的 に 推 進 し 適 切 に 進 行 管 理 を 行 い ま す 。

・ 行 政 評 価 制 度 、 事 務 事 業 評 価 等 の 評 価 方 法 を 確 立 し た 推 進 方 法 を

検 討 し ま す 。

・ 行 政 を 取 り 巻 く 状 況 の 変 化 が 多 く な る こ と が 予 想 さ れ る た め 、 行

財 政 改 革 計 画 を 適 宜 見 直 し し て い き ま す 。

３ 計画の推進体制

本 計 画 の 確 実 な 実 施 と 検 証 ・ 見 直 し を 実 施 す る た め 、 前 述 の 組 織

機 構 概 念 図 で 位 置 づ け し て い る 政 策 担 当 部 門 が 所 管 し て 改 革 の 推 進

を 図 り ま す 。

町 民 の 代 表 等 で 組 織 す る 「 上 ノ 国 町 行 財 政 改 革 推 進 審 議 会 」 を 設

置 し 、 町 民 の 視 点 で 意 見 や 助 言 を 求 め て い き ま す 。

ま た 、 本 計 画 に 盛 り 込 ま れ な か っ た 次 の 項 目 に つ い て は 、 今 後 課

題 等 を 調 査 、 研 究 す る 新 た な 枠 組 み を 設 け て 改 革 し て い き ま す 。

【 項 目 の 一 例 】

● 事 務 事 業 の Ｉ Ｔ 化 戦 略 ● 行 政 評 価 制 度 の 確 立

● 湯 ノ 岱 温 泉 活 性 化 計 画 ● 上 ノ 国 町 物 産 館 新 設 構 想

● 財 産 徹 底 活 用 の 検 討 ● 産 業 活 性 化 構 想

● 公 共 施 設 集 約 化 及 び 利 活 用 の 検 討
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第２章 財政状況

第１ 財政の現状

１ 収支の状況

○ 歳 入

町 税 は 、 平 成 ４ 年 度 に ４ 億 円 台 に 到 達 し 、 そ の 後 も 増 収 傾 向 で 推

移 し て い ま し た が 、 長 引 く 景 気 低 迷 に よ り 平 成 １ ２ 年 度 か ら は 、 減

収 に 転 じ 、 平 成 １ ４ 年 度 に は ４ 億 円 台 を 割 り 込 み 、 今 後 も 減 収 傾 向

に あ り ま す 。

地 方 交 付 税 は 、 歳 入 の ５ 割 以 上 を 占 め て お り 、 本 町 の 財 政 は 、 こ

の 財 源 に 依 存 し て い る 現 状 に あ り ま す 。 国 の 景 気 低 迷 に よ り 、 交 付

税 原 資 の 法 定 ５ 税 （ 所 得 税 等 ） が 減 収 と な り 、 国 で は 財 源 確 保 の た

め 特 別 会 計 借 入 金 や 国 と 地 方 が 負 担 す る 臨 時 財 政 対 策 債 に よ り 、 そ

の 不 足 額 を 補 て ん し て き ま し た が 、 平 成 １ ２ 年 度 以 降 は 減 少 傾 向 に

あ り ま す 。

ま た 、 国 の 「 三 位 一 体 改 革 」 の 下 、 平 成 １ ３ 年 度 か ら 実 施 さ れ た

臨 時 財 政 対 策 債 は 平 成 １ ８ 年 度 を も っ て 廃 止 さ れ 、 併 せ て 地 方 交 付

税 の 抜 本 的 な 改 正 が 平 成 １ ９ 年 度 に 予 定 さ れ て い る こ と か ら 、 今 後

も 尚 一 層 の 減 少 が 続 く も の と 予 想 さ れ ま す 。
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町 債 は 、 こ の １ ０ 年 間 に 施 行 さ れ た 大 型 投 資 事 業 の 財 源 確 保 の た

め 、 毎 年 １ ０ 億 円 以 上 の 借 り 入 れ を 行 っ て き ま し た 。 こ の 借 り 入 れ

の 償 還 が 、 現 在 の 予 算 の 硬 直 化 を 生 む 要 因 と も な っ た こ と か ら 、 今

後 は 町 債 の 発 行 を 極 力 抑 え る 必 要 が あ り ま す 。

以 上 の と お り 、 地 方 交 付 税 は 平 成 １ ９ 年 度 の 制 度 改 正 に よ り 大 幅

に 削 減 さ れ る こ と が 見 込 ま れ る こ と か ら 、 こ の 財 源 に 大 き く 依 存

し て い る 本 町 の 歳 入 は 、 大 変 厳 し い 状 況 に あ り ま す 。
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○ 歳 出

人 件 費 は 、 景 気 の 上 昇 と と も に 増 加 傾 向 に あ り ま し た が 、 給 与 水

準 の 見 直 し な ど に よ り 最 近 は 減 少 傾 向 に あ り ま す 。

扶 助 費 は 、 介 護 保 険 制 度 の 開 始 に よ り 減 少 し ま し た が 、 今 後 は 高

齢 者 人 口 の 増 加 と と も に 増 加 す る も の と 予 想 さ れ ま す 。

公 債 費 は 、 平 成 ５ 年 度 以 降 に 借 入 れ し た 町 債 の 償 還 に よ り 、 毎 年

１ 億 円 規 模 で 増 加 し て い ま し た が 、 投 資 的 事 業 の 抑 制 に よ り 平 成 １

６ 年 度 以 降 は 減 少 傾 向 に 転 じ て い ま す 。

義 務 的 経 費 の 総 額 は 、 こ こ 数 年 間 は ２ ０ 億 円 程 度 で 推 移 し て い ま

す が 、 義 務 的 経 費 の 増 加 は 、 予 算 の 硬 直 化 を 招 く 要 因 と も な る こ と

か ら 、 今 後 も 抑 制 に 努 め る 必 要 が あ る と 考 え て い ま す 。

投 資 的 経 費 は 、 平 成 ５ 年 度 頃 か ら 施 設 の 老 朽 化 に 伴 い 公 営 住 宅 建

替 事 業 や 小 学 校 改 築 事 業 な ど の 大 型 箱 物 事 業 を 展 開 し 、 国 の 景 気 浮

揚 対 策 の 一 環 と 相 ま っ て 集 中 的 に 実 施 し て き ま し た 。 し か し 、 事 業

の 実 施 に 伴 い 町 債 残 高 が 増 加 し 、 後 年 度 以 降 に 公 債 費 の 増 加 を 招 き 、

今 日 の 厳 し い 財 政 状 況 を 迎 え る 大 き な 原 因 と な り ま し た

今 後 は 、 事 業 評 価 等 に よ り 緊 急 性 や 必 要 性 な ど を 考 慮 し 、 事 業 を

選 択 し な が ら 実 施 す る 必 要 が あ り ま す 。
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そ の 他 の 経 費 と し て は 、

物 件 費 及 び 維 持 補 修 費 は 、 平 成 ５ 年 度 以 降 の 大 型 箱 物 事 業 の 整 備

に よ り 増 加 し て い ま し た が 、 経 費 削 減 に よ り 徐 々 に 減 少 し て き て い

ま す 。

投資的経費の推移
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補 助 費 等 は 、 消 防 施 設 整 備 の た め の 檜 山 広 域 行 政 組 合 へ の 負 担 や

塵 芥 処 理 場 の 建 設 に 伴 う 南 部 檜 山 衛 生 処 理 組 合 へ の 負 担 に よ り 増 加

し て い ま し た が 、 こ こ 数 年 は 減 少 傾 向 に あ り ま す 。

繰 出 金 は 、 下 水 道 整 備 事 業 の た め 借 り 入 れ し た 町 債 の 償 還 が 今 後

大 幅 に 増 加 す る ほ か 、 下 水 道 加 入 世 帯 が 伸 び 悩 ん で い る こ と か ら 、

公 共 下 水 道 特 別 会 計 等 へ の 繰 出 金 が ま す ま す 増 加 す る 状 況 に あ り ま

す。

以 上 の と お り 、 歳 出 は 、 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 が 大 幅 に 増 加 す る こ

と か ら 、 義 務 的 経 費 や 投 資 的 経 費 の 抑 制 を 図 っ て い か な け れ ば な り

ま せ ん 。

○ 基金・町債

平 成 １ ５ 年 度 末 現 在 の 一 般 会 計 に お け る 基 金 残 高 は 、 １ ０ 億 ８ 百

万 円 （ 特 別 会 計 を 含 む 普 通 会 計 合 計 で は 、 １ ３ 億 ４ 千 ７ 百 万 円 ） 、

ま た 町 債 残 高 は 、 ８ ２ 億 ５ 千 ５ 百 万 円 （ 同 １ ０ ４ 億 ７ 千 ５ 百 万 円 ）

と な っ て い ま す 。

平 成 １ ６ 年 に 第 ４ 次 上 ノ 国 町 総 合 発 展 計 画 実 施 計 画 の 見 直 し を 行

い 、 町 債 の 発 行 を 抑 制 し た こ と か ら 、 今 後 の 町 債 残 高 は 、 減 少 傾 向

に あ り ま す 。
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基金・町債残高の推移

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16年度

億円

基金（一般会計） 町債（一般会計） 基金（普通会計） 町債（普通会計）



- -19

第２ 計画期間内の財政見通し

１ 推計の考え方
こ の 財 政 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン は 、 町 が 現 在 （ 平 成 １ ６ 年 度 ） の 標 準

的 な 行 政 サ ー ビ ス を 供 給 し た 場 合 の 財 政 状 況 を 一 般 会 計 ベ ー ス で 試

算 し ま し た 。

推 計 期 間 は 、 平 成 １ ７ 年 度 か ら 平 成 ２ １ 年 度 ま で の ５ 年 間 と し て

あ り ま す 。

基 準 額 は 、 原 則 と し て 平 成 １ ７ 年 度 当 初 予 算 額 と し ま し た 。 た だ

し 、 基 礎 デ ー タ の 一 部 は 平 成 １ ６ 度 決 算 額 見 込 み 額 に 基 づ く 場 合 も

あ り ま す 。

２ 推計（財政シミュレーション）

 （単位：百万円）

H16

(見込額) H17 H18 H19 H20 H21 累　計

370 373 371 370 369 367 1,850 

163 189 189 189 189 189 945 

2,256 2,252 2,233 2,080 2,016 1,971 10,552 

130 130 130 130 130 130 650 

373 267 278 303 323 420 1,591 

485 305 227 66 66 145 809 

臨 時 財 政 対 策 債 276 212 199 0 0 0 411 

そ の 他 209 93 28 66 66 145 398 

647 222 215 207 202 202 1,048 

4,424 3,738 3,643 3,345 3,295 3,424 17,445 

2,092 1,954 1,964 1,902 1,803 1,733 9,356 

人 件 費 915 906 914 895 855 812 4,382 

扶 助 費 183 166 166 166 166 166 830 

公 債 費 994 882 884 841 782 755 4,144 

512 331 176 226 245 435 1,413 

1,820 1,573 1,621 1,659 1,679 1,677 8,209 

物 件 費 561 554 554 554 554 554 2,770 

維 持 補 修 費 106 104 104 104 104 104 520 

補 助 費 等 501 458 463 472 459 451 2,303 

繰 出 金 322 341 385 413 447 453 2,039 

そ の 他 330 116 115 116 115 115 577 

4,424 3,858 3,761 3,787 3,727 3,845 18,978 

0 △ 120 △ 118 △ 442 △ 432 △ 421 △ 1,533 

△ 120 △ 238 △ 680 △ 1,112 △ 1,533 基金繰入後

897 878 865 860 859 859 △ 674 

7,925 7,507 6,992 6,346 5,746 5,240 町 債 年 度 末 残 高

そ の 他 の 経 費

歳 入 歳 出 差 引 額

合 計

歳

出

義 務 的 経 費

H17 ～ H21 累 積 収 支

投 資 的 経 費

基 金 年 度 末 残 高

地 方 譲 与 税 等歳

入

地 方 交 付 税

使 用 料 ・ 手 数 料

国 道 支 出 金

町 債

合 計

そ の 他 歳 入

平成17年度以降（５ヵ年間）の収支見通し

収 支 見 通 し
区       　　　分

町 税
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３ 推計の結果
こ れ ま で と 概 ね 同 水 準 の 行 政 サ ー ビ ス を 継 続 す る 場 合 、 単 年 度 収

支 額 は 平 成 １ ７ 年 度 に １ 億 ２ 千 万 円 、 平 成 １ ８ 年 度 に １ 億 １ 千 ８ 百

万 円 の 赤 字 収 支 と な り 、 更 に 平 成 １ ９ 年 度 以 降 に は 地 方 交 付 税 の 大

幅 な 削 減 に と も な い 毎 年 度 ４ 億 ３ 千 万 円 前 後 の 赤 字 収 支 で 推 移 す る

こ と と な り 、 平 成 2 2 年 度 に は 赤 字 債 権 団 体 に 転 落 し ま す 。

推 計 期 間 （ 平 成 １ ７ 年 度 ～ 平 成 ２ １ 年 度 ） の ５ ヵ 年 間 に お け る 歳

入 累 計 額 は １ ７ ４ 億 ４ 千 ５ 百 万 円 、 歳 出 累 計 額 は １ ８ ９ 億 ７ 千 ８ 百

万 円 と な り 、 累 積 収 支 は １ ５ 億 ３ 千 ３ 百 万 円 の 赤 字 収 支 と な り ま す 。

こ れ に 基 金 保 有 額 ８ 億 ５ 千 ９ 百 万 円 の 繰 り 入 れ を 行 っ て も 、 累 積

収 支 ６ 億 ７ 千 ４ 百 万 円 の 赤 字 （ 年 平 均 １ 億 ３ 千 ４ 百 万 円 ） が 生 ず る

こ と と な り ま す 。

今 後 は 、 歳 入 の 大 幅 な 増 収 を 見 込 め る 要 素 が な い こ と か ら 、 毎 年

度 ２ 億 円 を 超 え る 歳 出 の 削 減 策 を 講 じ な け れ ば 、 町 の 財 政 運 営 は 成

り 立 た な い こ と が 浮 か び 上 が っ て き ま す 。

財政シミュレーション
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◎ 推 計 の 方 法 ◎

区 分 説 明

町 税 平 成 １ ７ 年 度 当 初 予 算 額 × 伸 び 率

地 方 交 付 税 公 債 費 償 還 相 当 分 は 、 今 後 の 償 還 見 込 み に よ り 算 定

そ れ 以 外 は 、 前 年 度 比 ２ ％ 削 減 。 た だ し 、 平 成 １ ９歳

年 度 は 同 比 １ ０ ％ 削 減 で 算 出

原 則 と し て 歳 出 に 合 わ せ て 計 上国 庫 支 出 金

町 債

地 方 財 政 計 画 に 基 づ き 推 計臨時財政対策債

入

歳 出 に 合 わ せ て 現 行 の 充 当 率 で 積 算 し 計 上そ の 他 の 町 債

平 成 １ ７ 年 度 当 初 予 算 と 同 額 計 上そ の 他 の 収 入

定 員 管 理 計 画 に 基 づ き 積 算 し 計 上人 件 費

歳

既 借 入 償 還 分 は 償 還 台 帳 に 基 づ き 計 上公 債 費

今 後 の 起 債 償 還 分 は 、 年 利 率 ２ ％ で 積 算 し 計 上

出 上 ノ 国 町 総 合 発 展 計 画 に 基 づ き 計 上投 資 的 経 費

各 特 別 会 計 の 収 支 見 通 し に よ り 推 計繰 出 金

平 成 １ ７ 年 度 当 初 予 算 額 で 同 額 計 上そ の 他 の 経 費
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第３章 実施計画

第１ 行政改革

１ 事務事業の改善

( ) 事務事業の整理合理化1

こ れ ま で の 慣 行 や 前 例 に と ら わ れ る こ と な く 、 新 た な 行 政 課 題 を

的 確 に 把 握 し 、 簡 素 で 効 率 的 な 行 財 政 運 営 を 図 り 、 町 民 の サ ー ビ ス

向 上 を 目 指 し ま す 。

ア）行政評価の導入

行 政 評 価 に つ い て は 、 客 観 的 に 判 断 す る こ と が 重 要 な こ と か ら 、

平 成 １ ７ 年 度 に 検 討 し 、 平 成 １ ９ 年 度 よ り 本 格 的 に 実 施 し ま す 。

イ）アウトソーシング（外部委託）の導入

外 部 委 託 の 実 施 が 適 当 な 事 務 事 業 の 選 別 を 行 い 、 こ れ ら の 事 務

事 業 に つ い て 適 正 な 管 理 監 督 の も と に 行 政 責 任 の 確 保 、 住 民 サ ー

ビ ス の 維 持 向 上 等 が 図 ら れ る こ と に 留 意 し つ つ 、 積 極 的 に 民 間 委

託 等 を 推 進 し ま す 。

ウ）各種審議会等の見直し

こ れ ま で も 見 直 し を 図 っ て き ま し た が 、 平 成 １ ８ 年 度 ま で に す

べ て の 審 議 会 等 に つ い て 見 直 し を 行 い 統 廃 合 し ま す 。

( ) 規制緩和の推進2

申 請 書 等 に つ い て は 、 住 民 負 担 の 軽 減 、 行 政 事 務 の 簡 素 化 の 観 点

か ら 省 略 、 簡 素 等 の 見 直 し を 図 る と と も に 、 手 続 き に つ い て も 簡 略

化 や 処 理 日 数 の 短 縮 化 等 、 町 民 サ ー ビ ス の 向 上 を 図 り ま す 。

ア）各種申請書の押印省略

各 種 申 請 書 の 書 類 等 で 申 請 者 等 の 押 印 に つ い て 、 省 略 可 能 な も

の に つ い て は 順 次 実 施 し ま す 。

イ）申請書添付書類の簡素化

各 種 申 請 書 に 添 付 す る 書 類 に つ い て は 、 極 力 簡 素 化 し 申 請 者 の

負 担 軽 減 を 図 り ま す 。
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ウ）備品購入先の緩和

従 前 よ り 実 施 し て き ま し た 町 内 業 者 か ら の 優 先 購 入 に つ い て 、

物 品 の 種 類 に よ っ て は 町 外 業 者 か ら の 購 入 も 可 能 と し ま す 。

( ) 事務処理の改善3

行 政 事 務 の 効 率 化 と 住 民 サ ー ビ ス の 向 上 を 目 指 し た 改 善 を 進 め て

行 き ま す 。

ア）職員の身分表示（名札表示）

町 民 が 対 応 し て い る 職 員 を 容 易 に 確 認 で き る よ う に す る た め 、

課 名 、 職 名 を 入 れ た 大 き め の 名 札 を 作 製 し 、 着 用 の 徹 底 を 図 り ま

す 。

イ）ペーパーレス化の推進

各 会 議 や 打 ち 合 わ せ 等 に お い て は 、 極 力 ペ ー パ ー を 少 な く し 、

メ ー ル や デ ー タ の 共 有 を 活 用 し ま す 。

ウ）公文書の公印省略

従 来 か ら 書 類 等 に 押 印 し て い る 公 印 を 、 省 略 で き る も の を 区 分

し 、 事 務 処 理 時 間 の 短 縮 を 図 り ま す 。

( ) 予算管理方法の見直し4

限 ら れ た 予 算 の 中 で 増 大 す る 行 政 需 要 に 対 応 す る た め 、 経 費 全 般

に つ い て 徹 底 的 な 見 直 し を 行 い 、 節 減 合 理 化 を 図 る と と も に 予 算 の

厳 正 な 執 行 に 努 め ま す 。 ま た 、 重 点 施 策 に は 別 枠 で 予 算 を 配 分 す る

方 式 を 採 用 し ま す 。

ア）予算執行の適正化

年 度 末 の 予 算 消 化 を 改 善 し 、 予 算 の 厳 正 執 行 を 図 り ま す 。

イ）予算編成システムの新たな確立（重点施策への別枠予算配分）

将 来 の 町 を 見 据 え た 産 業 基 盤 強 化 の た め の 政 策 予 算 に つ い て は 、

別 枠 で 予 算 を 配 当 し ま す 。
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

事 務 事 業 (1) 事 務 事 業 の 整 理 合 理 化

の 改 善

○ 行 政 評 価 の 導 入 → → ○ ◎ ⇒ ⇒ア

ア ウ ト ソ ー シ ン グ ( 外 部 委 託 )
○ → → ○ ◎ ⇒ ⇒イ

の導入

→
○ 各 種 審 議 会 等 の 見 直 し ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒ウ

○

(2) 規 制 緩 和 の 推 進

○ 各 種 申 請 書 の 押 印 省 略 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

○ 申 請 書 添 付 書 類 の 簡 素 化 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

○ 備 品 購 入 先 の 緩 和 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ウ

(3) 事 務 処 理 の 改 善

→
○ 職 員 の 身 分 表 示 ( 名 札 表 示 ) ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

◎

○ ペ ー パ ー レ ス 化 の 推 進 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

○ 公 文 書 の 公 印 省 略 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ウ

(4) 予 算 管 理 方 法 の 見 直 し

→
○ 予 算 執 行 の 適 正 化 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

◎

予 算 編 成 シ ス テ ム の 新 た な →
○ ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒イ

確 立 ( 重 点 施 策 へ の 予 算 配 分 ) ○

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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２ 職員能力の開発、活用

( ) 職員研修の充実1

事 務 の 高 度 化 並 び に 多 様 化 す る 行 政 需 要 に 対 応 し 、 地 方 分 権 の 推

進 に よ り 、 今 後 ま す ま す 必 要 と な る 説 明 能 力 、 政 策 形 成 能 力 、 創 造

的 能 力 、 法 務 能 力 等 更 な る 向 上 を 図 る た め 、 長 期 と 短 期 の 自 主 研 修

制 度 を 確 立 し 、 併 せ て 民 間 や 公 的 研 修 機 関 へ の 参 加 制 度 を 確 立 し 、

意 欲 と 能 力 を 合 わ せ も っ た 人 材 育 成 を 進 め ま す 。

ア）職員の自主研修の確立（長期、短期）

現 在 、 実 施 し て い る 研 修 を 長 期 、 短 期 に 分 類 し 、 柔 軟 な 研 修 機

会 を 与 え る た め 、 ５ ヶ 年 計 画 を 作 成 し 実 施 し て い き ま す 。

イ）研修所等の参加制度（教育プログラムの実施）

民 間 企 業 や 公 的 団 体 の 研 修 機 関 を 活 用 す る 研 修 プ ロ グ ラ ム を 作

成 し 、 職 員 の 参 加 を 促 し ま す 。

( ) 地区担当制度等の充実強化2

町 の 活 性 化 の 基 礎 と な る 町 内 会 活 動 を よ り 活 発 化 し 、 地 域 住 民 が

生 ま れ 育 っ た 郷 土 に 誇 り と 愛 着 を 持 て る よ う 、 自 治 会 へ の 支 援 強 化

を 図 り ま す 。

ア）自治会活動の活性化

平 成 １ ５ 年 度 か ら 地 区 担 当 制 度 導 入 に よ り 自 治 会 の 活 性 化 を 図

っ て き ま し た が 、 今 後 も 更 な る 活 性 化 を 促 進 し ま す 。

イ）自治会への支援

財 政 的 支 援 だ け で な く 、 人 的 協 力 支 援 を 強 化 し て い き ま す 。
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

職 員 能 力 (1) 職 員 研 修 の 充 実

の 開 発 、
職 員 の 自 主 研 修 の 確 立 →

活 用 ○ ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア
（ 長 期 、 短 期 ） ◎

研 修 所 等 の 参 加 制 度
○ → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

（ 教 育 プ ロ グ ラ ム の 実 施 ）

(2) 地 区 担 当 制 度 等 の 充 実 強 化

→
○ 自 治 会 活 動 の 活 性 化 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

◎

→
○ 自 治 会 へ の 支 援 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

◎

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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第２ 財政改革

１ 歳入の確保

( ) 収納率の向上1

町 税 の 収 納 率 は 、 平 成 １ ５ 年 度 決 算 で ８ ２ ． ８ ％ （ 国 保 税 を 除

く ） と 前 年 比 ０ ． ６ ポ イ ン ト 増 加 し た と は い え 、 全 道 的 に も 管 内 的

に も か な り 低 い 状 況 で す 。

こ れ は 、 現 年 度 分 で は ９ ６ ％ 以 上 で 推 移 し て い ま す が 、 長 引 く 景

気 の 低 迷 を 受 け 滞 納 繰 越 分 の 収 納 率 が １ ０ ％ 以 下 で あ り 、 そ の 金 額

が 平 成 １ ５ 年 度 で は 約 １ 億 ３ 千 ６ 百 万 円 （ 国 保 税 含 む ） に 増 加 し て

い る と こ ろ が 大 き い で す 。

し た が っ て 、 さ ら な る 課 税 対 象 の 正 確 な 把 握 と 確 実 な 徴 収 に 努 め

ま す 。 特 に 滞 納 分 の 徴 収 に つ い て は 、 町 民 の 不 公 平 感 を 解 消 す る 上

で も 重 要 で あ り 、 差 し 押 さ え 等 に よ り 厳 し く 対 処 し て い き ま す 。 ま

た 、 町 税 以 外 の 水 道 使 用 料 、 国 民 健 康 保 険 税 、 住 宅 料 、 保 育 料 な ど

に つ い て も 収 納 率 の 向 上 を 図 り ま す 。

な お 、 収 納 率 の 向 上 に は 徴 収 体 制 の 強 化 ・ 充 実 が 必 要 な こ と か ら 、

組 織 機 構 改 革 に お い て 徴 収 対 策 室 を 設 置 し ま す 。

こ れ に よ り 、 知 識 と 経 験 を も つ 職 員 の 配 置 や 口 座 振 替 制 度 の 利 用

率 向 上 に よ り 確 実 な 収 納 を 図 り ま す 。

ア）町税の徴収対策

町 民 税 、 固 定 資 産 税 な ど の 収 納 率 を 向 上 さ せ る た め 目 標 値 を 定

め る と と も に 、 関 係 課 等 と の 連 携 強 化 に よ り 滞 納 者 対 策 を 考 え ま

す 。

ま た 、 納 付 し や す い 環 境 整 備 の た め コ ン ビ ニ な ど で の 納 付 を 検

討 し て い き ま す 。

イ）住宅料、保育料の収納対策

住 宅 料 、 保 育 料 の 期 限 内 納 付 を 促 進 す る た め 具 体 的 な 対 策 を 講

じ ま す 。

ま た 、 連 帯 保 証 人 制 度 の 強 化 を 図 り 、 収 納 率 向 上 を 目 指 し ま す 。

ウ）貸付金の償還対策

貸 付 金 の 償 還 に つ い て 、 返 済 が 滞 ら な い よ う な 対 策 を 講 じ ま す 。
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エ）口座振替の推進

住 宅 料 、 保 育 料 の 収 納 率 向 上 の た め 、 口 座 振 替 を 継 続 し て 推 進

し ま す 。

オ）行政サービス制限条例の制定

納 税 者 の 不 公 平 感 を な く す た め 行 政 サ ー ビ ス 制 限 条 例 を 制 定 し

ま す 。

( ) 受益者負担の適正化2

公 共 施 設 の 使 用 料 に つ い て は 、 社 会 経 済 情 勢 の 推 移 に か な っ た 適

正 な 料 金 設 定 を 行 い 、 受 益 と 負 担 の 公 平 性 を 確 保 し ま す 。

ま た 、 下 水 道 加 入 の 促 進 や 各 種 講 習 会 等 の 参 加 料 徴 収 な ど に よ り

受 益 者 の 負 担 適 正 化 を 図 っ て い き ま す 。

ア）公共施設使用料の見直し

町 営 住 宅 及 び 教 員 住 宅 、 体 育 施 設 、 そ の 他 公 共 施 設 等 の 使 用 料

を 適 正 な 料 金 に 改 正 し ま す 。 ま た 、 併 せ て 減 免 条 項 の 見 直 し も 図

り ま す 。

イ）下水道加入の促進

下 水 道 加 入 率 向 上 の た め 、 年 度 ご と の 目 標 数 値 を 含 め た 計 画 プ

ラ ン を た て 促 進 し て い き ま す 。

ウ）各種講習会等の参加料徴収

町 主 催 の 講 習 会 や セ ミ ナ ー 、 教 室 等 の 開 催 に お い て は 、 資 料 代

等 に 見 合 う 参 加 料 を 徴 収 し ま す 。

( ) 町有財産の処分3

ハ ン ノ キ 地 区 宅 地 分 譲 地 の 早 期 処 分 と 遊 休 資 産 （ 動 産 、 不 動 産 ）

の 売 却 に つ い て 、 販 売 プ ラ ン を 立 て 積 極 的 に 進 め て い き ま す 。

ア）ハンノキ地区分譲地の売却

平 成 ２ １ 年 度 ま で に 全 ５ ０ 区 画 の 売 却 を 完 了 し ま す 。

イ）遊休資産等の処分

町 が 将 来 的 に 使 用 し な い と 見 込 ま れ る 不 動 産 等 に つ い て は 、 積

極 的 に 処 分 し 、 財 源 の 確 保 に 努 め ま す 。
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

歳入の確保 (1) 収 納 率 の 向 上

○ 町 税 の 徴 収 対 策 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

○ 住 宅 料 、 保 育 料 の 収 納 対 策 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

○ 貸 付 金 の 償 還 対 策 → ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ウ

○ 口 座 振 替 の 推 進 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒エ

○ 行 政 サ ー ビ ス 制 限 条 例 の 制 定 → → ◎ ⇒ ⇒ ⇒オ

(2) 受 益 者 負 担 の 適 正 化

→
○ 公 共 施 設 使 用 料 の 見 直 し ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒ア

○

○ 下 水 道 加 入 の 促 進 → ○ ○ ◎ ⇒ ⇒イ

→
○ 各 種 講 習 会 等 の 参 加 料 徴 収 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ウ

◎

(3) 町 有 財 産 の 処 分

→
○ ハ ン ノ キ 地 区 分 譲 地 の 売 却 ● ⇒ ⇒ ⇒ ■ア

⇒

→
○ 遊 休 資 産 等 の 処 分 ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒イ

○

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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２ 歳出の削減

( ) 人件費の削減1

行 政 需 要 、 業 務 内 容 に 見 合 っ た 効 率 的 な 行 政 運 営 を 行 う た め 、 人

件 費 の 削 減 に 努 め ま す 。

な お 、 当 面 の 人 件 費 削 減 の た め 、 特 別 職 報 酬 の 削 減 及 び 職 員 給 料

や 各 種 手 当 の 凍 結 を 一 定 期 間 実 施 し ま す 。

併 せ て 、 フ レ ッ ク ス 制 の 導 入 に つ い て も 平 成 １ ７ 年 度 中 に 検 討 し 、

人 件 費 の 抑 制 に 努 め て い き ま す 。

ア）定員適正化計画の策定と公表

年 度 当 初 に 職 員 適 正 化 五 箇 年 計 画 を 策 定 し 、 公 表 し ま す 。

イ）常勤特別職報酬の削減

町 長 以 下 四 役 の 報 酬 を 一 律 ５ ％ 削 減 し ま す 。

ウ）常勤特別職期末手当の削減

町 長 以 下 四 役 の 期 末 手 当 を １ ． ４ ヶ 月 分 削 減 し ま す 。

エ）非常勤特別職報酬の削減

非 常 勤 特 別 職 の 報 酬 を 一 律 １ ０ ％ 削 減 し ま す 。

オ）議員報酬の削減

議 員 の 報 酬 を 一 律 ５ ％ 削 減 し ま す 。

カ）議員期末手当の削減

議 員 の 期 末 手 当 を １ ． ４ ヶ 月 分 削 減 し ま す 。

キ）職員給料の一部凍結

職 員 給 料 の ５ ％ 相 当 額 を 一 律 ５ 年 間 に 亘 り 凍 結 し ま す 。 た だ し 、

平 成 ２ ０ 年 度 以 降 に つ い て は 、 財 政 状 況 に よ り 見 直 し を 行 い ま す 。

ク）手当役付加算額の全額凍結

平 成 １ ５ 年 度 か ら 暫 定 的 に 実 施 し て い た 期 末 勤 勉 手 当 加 算 額 の

一 部 凍 結 を 、 平 成 １ ７ 年 度 以 降 ５ 年 間 に 亘 り 全 額 凍 結 し ま す 。 た

だ し 、 平 成 ２ ０ 年 度 以 降 に つ い て は 、 財 政 状 況 に よ り 見 直 し を 行

い ま す 。
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ケ）管理職手当の一部凍結

管 理 職 員 に 支 給 す る 管 理 職 手 当 を 平 成 １ ７ 年 度 以 降 ５ 年 間 に 亘

り 一 律 ２ 分 の １ 凍 結 し ま す 。 た だ し 、 平 成 ２ ０ 年 度 以 降 に つ い て

は 、 財 政 状 況 に よ り 見 直 し を 行 い ま す 。

コ）時間外勤務手当等の削減

時 間 外 及 び 休 日 勤 務 を し た 職 員 に 対 し て 、 週 休 日 の 振 替 及 び 代

休 日 の 指 定 に よ り 、 時 間 外 勤 務 手 当 等 の 削 減 を 図 り ま す 。

サ）寒冷地手当の削減

平 成 １ ６ 年 度 人 事 院 勧 告 に 準 拠 し た 削 減 を 図 り ま す 。

シ）特殊勤務手当の凍結

平 成 １ ５ 年 度 か ら 暫 定 的 に 実 施 し て い た 特 殊 勤 務 手 当 の 一 部 凍

結 を 、 平 成 １ ７ 年 度 以 降 ５ 年 間 に お い て も 継 続 し ま す 。 た だ し 、

平 成 ２ ０ 年 度 以 降 に つ い て は 、 財 政 状 況 に よ り 見 直 し 行 い ま す 。

ス）職員等人件費削減に伴う共済費、負担金の減額

職 員 及 び 議 員 に 係 る 人 件 費 の 削 減 に 伴 い 共 済 組 合 等 へ の 負 担 金

が 減 少 し ま す 。

セ）フレックス制の導入

職 務 上 、 夜 間 勤 務 や 早 朝 勤 務 が 必 要 と な る 職 場 等 に つ い て は 、

勤 務 時 間 帯 を ス ラ イ ド さ せ る フ レ ッ ク ス 制 を 導 入 す る こ と に よ り 、

労 働 時 間 の 縮 小 及 び 人 件 費 の 抑 制 を 図 り ま す 。

( ) 物件費の削減2

消 耗 品 費 、 光 熱 水 費 、 燃 料 費 、 通 信 運 搬 費 等 に つ い て は 、 職 員 の

節 約 意 識 で 十 分 削 減 が 図 ら れ る こ と か ら 、 フ ァ イ ル 等 の 再 利 用 や コ

ピ ー 用 紙 の 裏 面 使 用 や 両 面 コ ピ ー 、 両 面 印 刷 を 徹 底 し ま す 。

ま た 、 節 電 ・ 節 水 の 強 化 、 燃 料 費 ・ 郵 便 料 の 節 約 等 に よ り 経 費 削

減 を 図 り ま す 。

事 務 用 品 に つ い て は 、 原 則 未 購 入 と し 、 デ ス ク ワ ー ク 用 品 は 個 人

負 担 と し ま す 。

旅 費 に つ い て は 、 道 外 へ の 出 張 は 控 え 、 宿 泊 を 伴 う 出 張 は 原 則 一

人 と し 、 日 帰 り は 極 力 公 用 車 を 使 用 す る な ど 旅 費 総 額 の 削 減 を 図 り

ま す 。



- -33

ア）賃金の削減

臨 時 職 員 の 削 減 は 、 現 在 計 画 的 に 実 施 し て い ま す が 、 職 員 で で

き る 部 分 は 職 員 で 対 応 す る 方 針 で 、 事 業 の 見 直 し も 考 慮 し た 全 業

種 に わ た る 臨 時 職 員 の 大 幅 な 削 減 を 図 り ま す 。

イ）旅費の見直し

道 外 へ の 出 張 は 極 力 控 え 、 宿 泊 を 伴 う 出 張 は 原 則 一 人 と し 、 日

帰 り は 極 力 公 用 車 を 使 用 し ま す 。 ま た 、 旅 費 自 体 の 在 り 方 に つ い

て も 実 費 支 給 な ど 、 必 要 最 小 限 と す る 方 法 を 検 討 し ま す 。

ウ）消耗品費の削減

事 務 用 品 は 一 元 管 理 を 行 い 、 必 要 最 小 限 に 抑 え ま す 。

コ ピ ー 用 紙 に つ い て は 、 両 面 コ ピ ー と 両 面 印 刷 を 基 本 と し 、 裏

面 が 使 え る 用 紙 は 再 利 用 し ま す 。 な お 、 １ ０ 枚 以 上 は 印 刷 機 を 使

う と 共 に 、 用 紙 は Ａ ４ に 縮 小 し 節 約 を 図 り ま す 。

ま た 、 デ ス ク 用 事 務 用 品 に つ い て は 、 各 自 で 用 意 し ま す 。 （ マ

イ ボ ー ル ペ ン な ど ） 。 併 せ て 庁 舎 内 全 般 に 関 わ る 消 耗 品 （ ト イ レ

の ペ ー パ ー タ オ ル 等 ） に つ い て も 廃 止 で 検 討 し ま す 。

エ）光熱水費等の縮減

公 共 施 設 全 般 に 亘 り 電 気 代 、 燃 料 代 の 節 約 を 徹 底 し ま す 。

オ）役務費の縮減

一 括 郵 送 や メ ー ル 、 手 渡 し な ど に よ り 、 一 層 の 郵 便 料 金 の 節 約

を 図 り ま す 。

カ）備品購入費の削除

新 規 パ ソ コ ン の 購 入 は 、 当 面 行 わ ず 修 繕 等 で 対 応 し ま す 。

キ）新規公用車の購入抑制

公 用 車 は 順 次 廃 車 し 、 職 員 の 自 家 用 自 動 車 を 公 用 車 と し て 借 用

す る 制 度 の 推 進 を 図 り な が ら 、 新 規 公 用 車 の 購 入 を 抑 制 し ま す 。

ク）その他物件費の削減

こ れ ま で に 掲 げ た 項 目 以 外 に 削 減 が 可 能 な も の に つ い て は 、 随

時 見 直 し を 行 っ た 上 削 減 し ま す 。



- -34

( ) 維持補修費の削減3

町 有 施 設 の 維 持 管 理 費 及 び 維 持 補 修 費 を 縮 減 す る た め 、 新 組 織 機

構 の 中 で 予 算 を 一 元 管 理 し ま す 。

ア）施設維持管理費の縮減

町 有 施 設 の 維 持 管 理 費 を 段 階 的 に 縮 減 し て い き ま す 。

イ）維持補修費の縮減と予算の一元管理

修 繕 、 委 託 、 原 材 料 の 一 部 の 維 持 補 修 費 を 縮 減 し 、 新 組 織 機 構

の 中 で 予 算 を 一 元 管 理 し ま す 。

ウ）施設の整理合理化（統廃合）

公 共 施 設 全 般 に 亘 り 整 理 合 理 化 の た め 見 直 し を 図 り 、 統 廃 合 の

検 討 を 行 い ま す 。

( ) 補助費等の削減4

各 種 団 体 等 へ の 補 助 金 に つ い て は 、 経 費 負 担 の 在 り 方 等 を 精 査 の

上 、 初 期 の 目 的 を 達 成 し た も の な ど に つ い て は 終 期 の 設 定 を す る な

ど 、 団 体 が 将 来 的 に 自 主 運 営 で き る よ う 、 補 助 金 や 負 担 金 等 を 段 階

的 に 削 減 し て い き ま す 。

ア）各種委員への謝礼等の削減

各 種 委 員 等 に 支 給 さ れ て い る 報 償 費 に つ い て は 、 削 減 で 検 討 し

ま す 。

イ）各種団体への補助金、負担金等の削減

平 成 １ ７ 年 度 に １ ０ ％ 程 度 の 削 減 を 行 い ま す 。 今 後 に お い て も

随 時 見 直 し を 図 り ま す 。

ウ）その他負担金等の削減

こ れ ま で に 掲 げ た 項 目 以 外 に 削 減 が 可 能 な も の に つ い て は 、 随

時 見 直 し を 行 っ た 上 削 減 し ま す 。

( ) 繰出金、貸付金の縮減5

ア）特別会計への繰出金の縮減

各 特 別 会 計 は 、 自 己 資 金 （ 使 用 料 等 ） に て 運 営 で き る よ う に 料

金 等 の 改 正 や 加 入 者 の 促 進 を 図 り 、 一 般 会 計 か ら の 繰 出 金 を 縮 減

し ま す 。
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イ）各団体等への貸付金の縮減

各 団 体 等 に 対 す る 貸 付 金 を 縮 減 し ま す 。

( ) 公債費の削減6

ア）起債の抑制

町 債 残 高 の 高 騰 は 、 公 債 費 の 増 加 を 招 き 、 財 政 運 営 の 硬 直 化 を

引 き 起 こ す 要 因 と な り ま す 。

こ の た め 財 政 指 標 な ど に よ り 計 画 的 な 借 入 れ を 行 う と と も に 、

最 も 有 利 な 起 債 を 模 索 し ま す 。
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

歳出の削減 (1) 人 件 費 の 削 減

○ 定 員 適 正 化 計 画 の 策 定 と 公 表 ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

○ 常 勤 特 別 職 報 酬 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

○ 常 勤 特 別 職 期 末 手 当 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ウ

○ 非 常 勤 特 別 職 報 酬 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒エ

○ 議 員 報 酬 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒オ

○ 議 員 期 末 手 当 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒カ

→
○ 職 員 給 料 の 一 部 凍 結 → □ □ □ □キ

□

→
○ 手 当 役 付 加 算 額 の 全 額 凍 結 → □ □ □ □ク

□

→
○ 管 理 職 手 当 の 一 部 凍 結 → □ □ □ □ケ

□

○ 時 間 外 勤 務 手 当 等 の 削 減 → ○ ○ ◎ ⇒ ⇒コ

○ 寒 冷 地 手 当 の 削 減 → ○ ○ ◎ ⇒ ⇒サ

→
○ 特 殊 勤 務 手 当 の 凍 結 → □ □ □ □シ

□

職 員 等 人 件 費 削 減 に 伴 う 共 済 →
○ → □ □ □ □ス

費 、 負 担 金 の 減 額 □

○ フ レ ッ ク ス 制 の 導 入 → → ◎ ⇒ ⇒ ⇒セ

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

歳出の削減 (2) 物 件 費 の 削 減

○ 賃 金 の 削 減 ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

○ 旅 費 の 見 直 し → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

○ 消 耗 品 費 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ウ

○ 光 熱 水 費 等 の 縮 減 ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒エ

○ 役 務 費 の 縮 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒オ

○ 備 品 購 入 費 の 削 減 ● ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒カ

○ 新 規 公 用 車 の 購 入 抑 制 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒キ

○ そ の 他 物 件 費 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ク

(3) 維 持 補 修 費 の 削 減

○ 施 設 維 持 管 理 費 の 縮 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

維 持 補 修 費 の 縮 減 と 予 算 の
○ → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒イ

一 元 管 理

○ 施 設 の 整 理 合 理 化 ( 統 廃 合 ) → → ○ ◎ ⇒ ⇒ウ

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

歳出の削減 (4) 補 助 費 等 の 削 減

○ 各 種 委 員 へ の 謝 礼 等 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

○ 各 種 団 体 へ の 補 助 金 等 の 削 減 ○ ○ ○ ◎ ⇒ ⇒イ

○ そ の 他 負 担 金 等 の 削 減 → ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ウ

(5) 繰 出 金 、 貸 付 金 の 縮 減

○ 特 別 会 計 へ の 繰 出 金 の 縮 減 → ○ ○ ○ ○ ○ア

○ 各 団 体 等 へ の 貸 付 金 の 縮 減 → ○ ○ ◎ ⇒ ⇒イ

(6) 公 債 費 の 削 減

○ 起 債 の 抑 制 ● ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ア

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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第３ 組織機構改革

１ 組織再編の方針

○ 組織として総合力を高められる組織

・ 情 報 の 一 元 管 理 及 び 共 有 化 を 図 り 、 相 当 な 事 務 効 率 が 可 能 と な る

組 織 と し ま す 。

・ 政 策 を 全 職 員 が 共 通 認 識 し 、 同 じ 方 向 で 施 策 ・ 事 務 事 業 を 遂 行 で

き る 体 制 と し ま す 。

・ 専 門 分 野 を 、 よ り 中 心 に 行 え る 質 の 高 い 組 織 と し ま す 。

○ 経営感覚も視野に入れた組織

・ 経 営 的 観 点 を 導 入 し た 政 策 決 定 を 行 い 、 社 会 変 化 に 柔 軟 に 対 応 で

き る ス ク ラ ッ プ ・ ア ン ド ・ ビ ル ド の 原 則 を 進 め 、 重 要 政 策 を 迅 速 、

か つ 的 確 に 意 思 決 定 し 実 行 で き る 組 織 と し ま す 。

○ 住民ニーズの多様化、かつ複雑化に対応できる組織

・ 類 似 業 務 や 事 務 関 連 性 が 高 い 分 野 の 一 元 化 と 予 算 の 一 元 化 を 図 る

こ と で 、 無 駄 な 予 算 支 出 の 抑 制 と 事 務 効 率 が 図 ら れ ま す 。

・ 情 報 の 一 元 化 を す る こ と が で き 、 住 民 の ニ ー ズ を 的 確 に 捉 え た 、

効 率 性 の あ る 組 織 が 可 能 と な り ま す 。

○ 庁内分権と柔軟な組織形態が可能な組織

・ グ ル ー プ 制 を 導 入 す る こ と に よ り 、 課 の 事 務 事 業 の 情 報 の 共 有 化 、

事 務 量 配 分 の 合 理 化 と 職 員 の 流 動 化 及 び フ ラ ッ ト 化 、 意 思 決 定 の

ス ピ ー ド 化 等 々 を 図 り ま す 。

・ 事 業 単 位 で 柔 軟 に 職 員 を 担 当 課 長 が 配 置 で き る シ ス テ ム と し ま す 。
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２ 各部門の基本的な考え方

○ 各部門の位置づけ

「 第 １ 章 基 本 方 針 」 に 記 載 し て い る 「 組 織 機 構 の 概 念 図 」 （ 頁

参 照 ） と 各 課 等 と の 関 係 は 次 の と お り と し ま す 。

● 政 策 担 当 部 門 － － － － － 政 策 室

● 内 部 管 理 部 門 － － － － － 総 務 課

● 外 部 管 理 部 門 － － － － － 施 設 課

● 住 民 対 応 部 門 － － － － － 住 民 課

● 産 業 振 興 部 門 － － － － － 産 業 課

○ 各部門の役割り

■政策担当部門（政策室）

町 の 重 点 政 策 を 検 討 し 、 位 置 づ け す る と と も に 、 住 民 ニ ー ズ に

応 え な が ら 効 率 的 な 施 策 を 行 う た め に 、 各 課 で 企 画 立 案 し た 施 策

事 業 な ど に ズ レ が 生 じ な い よ う 各 課 の 調 整 を 行 い ま す 。

ま た 、 助 役 が 室 長 を 務 め る こ と に よ り 、 調 整 役 と し て の 強 い リ

ー ダ ー シ ッ プ が 発 揮 さ れ ま す 。

各 課 で の 企 画 が 困 難 な 施 策 事 業 な ど に つ い て 、 担 当 課 と 連 携 し

な が ら 、 独 自 に 調 査 ・ 研 究 を 行 い 、 実 践 可 能 な 施 策 事 業 に 立 案 し 、

担 当 課 に 提 供 し ま す 。

■内部管理部門（総務課）

人 事 管 理 及 び 財 政 に 関 す る こ と や 庁 舎 内 に 関 す る 管 理 全 般 を 行

い ま す 。

■外部管理部門（施設課）

町 有 施 設 な ど を 一 括 管 理 し 、 効 率 的 な 施 設 整 備 を 行 う 役 割 を 担

い ま す 。

■住民対応部門（住民課）

住 民 へ の 窓 口 業 務 を 一 元 化 す る こ と に よ り 、 １ 箇 所 で 申 請 等 の

手 続 き が 可 能 に な り 、 行 政 サ ー ビ ス 向 上 に 繋 が り ま す 。

更 に 、 関 連 事 務 の 情 報 の 一 元 化 に よ り 、 相 当 な 事 務 効 率 向 上 が

見 込 ま れ ま す 。

■産業振興部門（産業課）

産 業 は 、 基 本 的 な 部 分 は 一 緒 で あ り 融 合 さ せ な が ら 、 専 門 的 な

部 分 の み の 計 画 実 施 が で き る よ う 配 慮 し 海 ・ 山 を リ ン ク し 総 合 的

な 産 業 育 成 を 図 り ま す 。
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３ 組織機構

○ 組織機構図

組 織 機 構 は 、 町 長 部 局 に お い て は 現 在 （ 平 成 １ ６ 年 度 末 ） の ９ 課

２ 出 張 所 を ４ 課 １ 室 ２ 出 張 所 に 再 編 し ま す 。 ま た 、 当 面 の 重 点 課 題

を 処 理 す る た め 、 必 要 な 室 を 設 置 し ま す 。

議 決 機 関 を 含 む 各 行 政 委 員 会 に つ い て は 、 課 を 廃 止 し 、 事 務 局 体

制 と し ま す 。

な お 、 組 織 機 構 の 再 編 は 、 速 や か に 実 施 し ま す 。

町 長 助 役 政 策 室

産 業 課

徴収対策室

総 務 課

在 宅 介 護 支 援
セ ン タ ー

小 中 学 校

農 業 指 導
セ ン タ ー

栽 培 漁 業 総 合
セ ン タ ー

子 ど も 療 育
セ ン タ ー

保 育 所

選挙管理委員会 書 記 局

事 務 局

教 育 長

議 会

教 育 委 員 会 事 務 局

水道事業管理者 水 道 課

監 査 委 員 事 務 局

農 業 委 員 会 事 務 局

出 納 室収 入 役

住 民 課

施 設 課

湯 ノ 岱
出 張 所

石 崎
出 張 所

産業振興室

財産管理室



- -42

○ 課（室）の事務分掌

課 の 事 務 分 掌 に つ い て は 、 別 に 定 め ま す 。

議 決 機 関 を 含 む 各 行 政 委 員 会 に つ い て は 、 今 後 職 員 数 の 削 減 を 図

ら な け れ ば な ら な い こ と か ら 、 町 長 部 局 職 員 と の 併 任 を 進 め て い き

ま す 。

な お 、 当 面 の 課 題 処 理 の た め 設 置 す る 室 の 内 容 は 、 次 の と お り と

し ま す 。

■徴収対策室

・ 徴 収 事 務 の 効 率 化 を 図 る た め に 町 税 及 び 保 育 料 、 貸 付 料 な ど の 徴

収 体 制 の 一 元 化 を 行 い 、 収 納 率 向 上 を 図 り ま す 。

・ 専 門 知 識 を 習 得 し 、 滞 納 処 分 な ど の 徴 収 強 化 策 を 実 施 し ま す 。

■産業振興室

・ 農 業 振 興 策 ・ 漁 業 振 興 策 を 独 自 に 行 い 、 振 興 に 関 す る こ と を 専 門

に 取 り 扱 い ま す 。 併 せ て 栽 培 セ ン タ ー ・ 農 業 指 導 セ ン タ ー の 運 営

を 行 い ま す 。

■財産管理室

・ ハ ン ノ キ 地 区 宅 地 分 譲 地 の 販 売 促 進 や 下 水 道 接 続 世 帯 の 加 入 促 進

を 図 り ま す 。

・ 町 内 の 施 設 管 理 を 一 元 化 し 、 効 率 的 な 管 理 体 制 の 整 備 を 図 り ま す 。

○ グループ制の導入

今 ま で の 係 制 は 責 任 ・ 権 限 が 明 確 で あ る 反 面 、 組 織 が 固 定 化 し 、

課 や 係 の 間 に 仕 切 り が 出 来 る こ と か ら 、 こ れ を 廃 止 し 、 グ ル ー プ 制

を 導 入 し ま す 。

グ ル ー プ 制 は 、 事 務 事 業 の 執 行 に 対 し て 柔 軟 に 対 応 で き 、 事 務 配

分 の 合 理 化 と 職 員 の 流 動 化 が 図 ら れ ま す 。 ま た 、 係 制 に あ る 係 間 の

壁 も 取 り 払 わ れ 、 複 数 の 職 員 に よ る 共 同 作 業 が 可 能 と な り ま す 。
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○ 職名の変更

職 員 の 職 名 は 、 次 の と お り と し ま す 。

機 組 現 行
関 職 名 職 務
別 織 職 名

本 課 課 長 上 司 の 命 を 受 け 、 課 （ 室 ） の 事 務 課 長

庁 及 参 事 を 掌 理 し 、 所 属 の 職 員 を 指 揮 監 督 室 長

び 室 長 し ま す 。 主 任 技 師

室 参 与 上 司 の 命 を 受 け 、 特 命 事 項 を 掌 理 参 与

す る 。

主 幹 上 司 の 命 を 受 け 、 課 の 主 管 に 属 す 課 長 補 佐

る 特 定 の 事 務 を 処 理 す る 。 次 長

主 幹

主 査 上 司 の 命 を 受 け 、 課 の 主 管 に 属 す 係 長

る 特 定 の 事 務 に 従 事 す る 。 主 査

出 出 所 長 上 司 の 命 を 受 け 、 所 管 の 事 務 を 掌 所 長

先 張 理 し 、 所 属 の 職 員 を 指 導 監 督 す

機 所 る。

関 主 査 上 司 の 命 を 受 け 、 所 管 の 事 務 に 従 次 長

事 す る 。

事 所 長 上 司 の 命 を 受 け 、 事 業 所 の 分 掌 事

業 館 長 務 を 掌 理 し 、 所 属 の 職 員 を 指 導 監

所 ｾﾝﾀｰ長 督 す る 。

副 所 長 上 司 を 補 佐 し 、 事 業 所 の 分 掌 事 務 所 長

副 館 長 を 処 理 し ま す 。 館 長

副ｾﾝﾀｰ長

主 査 上 司 の 命 を 受 け 、 事 業 所 の 分 掌 事 ｾﾝﾀｰ長

務 に 従 事 す る 。 次 長

副 所 長

副ｾﾝﾀｰ長

出 張 所 所 長 及 び 事 業 所 所 長 、 館 長 、 セ ン タ ー 長 は 、 本 庁 課 長 相 当

職 と し 、 事 業 所 副 所 長 及 び 副 館 長 、 副 セ ン タ ー 長 は 、 本 庁 主 幹 相 当

職 と し 、 出 張 所 主 査 及 び 事 業 所 主 査 は 、 本 庁 主 査 相 当 職 と し ま す 。

な お 、 主 事 ほ か に つ い て は 、 従 前 の と お り と し ま す 。
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第４ 産業基盤の強化

１ 産業基盤の整備

上 ノ 国 町 の 重 点 政 策 を 「 農 業 、 漁 業 で 喰 え る ま ち づ く り 」 と 位 置

づ け 、 農 業 ・ 漁 業 に 関 す る 活 性 化 の 具 体 的 な 計 画 を 策 定 す る 。

な お 、 目 標 と 実 施 期 間 を 次 の と お り 明 確 に 示 し ま す 。

【目標】

・農業生産額を７億円から１０億円へ
・漁業生産額を７億円から１０億円へ

【実施期間】

・５年以内（平成１７年度から平成２１年度）

（１） 農業所得の向上対策

○ 新たな営農類型で生産構造改革の実施

本 町 の 農 業 は 、 戦 前 と 同 じ よ う に 依 然 と し て 稲 作 地 帯 で あ り 、 構

造 改 革 を 成 功 さ せ た 町 を み ま す と 、 野 菜 ・ 畜 産 産 地 へ の 変 貌 を い ち

早 く 成 し 遂 げ 、 産 地 と し て 確 立 し て い ま す 。 こ れ か ら 稲 作 地 帯 と し

て 水 稲 作 付 面 積 を 拡 大 し て 上 川 ・ 空 知 管 内 を 目 指 し て も 余 り 意 味 が

あ る こ と で な い と 考 え ま す 。 気 候 風 土 や 立 地 条 件 に 適 応 し た 新 し い

技 術 を 導 入 し 生 産 構 造 を 早 急 に 改 善 し な け れ ば な り ま せ ん 。

推 進 す る 類 型 の 特 徴 は 、 専 業 類 型 、 大 規 模 ・ 法 人 類 型 、 新 規 就 農

者 （ 高 齢 者 ・ ２ 種 兼 業 ） の ３ 群 か ら な っ て お り 自 分 の 経 営 規 模 に 合

わ せ 、 経 営 を 選 ぶ こ と が で き る よ う に 設 定 し ま す 。 ま た 、 将 来 農 家

戸 数 が 減 少 す る こ と か ら 新 規 就 農 者 の 参 入 を 柱 と し ま す 。 新 規 就 農

類 型 は 、 新 規 就 農 者 ・ Ｕ タ ー ン 者 ・ 高 齢 者 ・ ２ 種 兼 業 者 な ど の 能 力

に 合 わ せ 経 営 を 選 ぶ こ と が で き る よ う に 設 定 し ま す 。

○ 新しい技術の導入や組織のシステム化で農業の立て直し

現 在 作 付 さ れ て い る 水 稲 、 キ ヌ サ ヤ エ ン ド ウ 、 馬 鈴 薯 、 大 豆 等 の

作 物 だ け で は 、 発 展 的 な 農 業 を 営 む 所 得 を 確 保 す る こ と が 難 し く

「 新 た な 作 物 」 の 導 入 に よ り 産 業 と し て 成 り 立 つ 農 業 の 立 て 直 し を
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図 る 必 要 に 迫 ら れ て お り 次 の 戦 略 で 経 営 改 善 を 進 め ま す 。

・ キ ヌ サ ヤ エ ン ド ウ の 共 同 選 別 を 強 化 し 、 品 質 強 化 及 び 生 産 者 の 労

働 力 の 軽 減 を 図 り 、 天 候 に 左 右 さ れ な い 安 定 的 な 収 入 が 得 ら れ る

施 設 園 芸 の 新 た な 作 物 の 導 入 を 図 り 団 地 化 栽 培 を 実 施 し ま す 。

・ 水 稲 の 直 播 栽 培 及 び 無 人 航 空 防 除 な ど に よ り 省 力 大 規 模 栽 培 集 団

及 び 集 落 営 農 を 組 織 し 、 高 齢 化 や 生 産 手 段 の 再 投 資 困 難 な 経 営 体

を 引 き 継 ぐ 請 負 耕 作 及 び 機 械 等 の コ ン ト ラ ク タ ー 事 業 を 実 施 し 、

土 地 利 用 型 作 物 の 輪 作 体 系 の 確 立 を 目 指 し ま す 。

・ 地 域 農 業 を 引 率 す る リ ー ダ ー の 育 成 を 図 り 、 将 来 的 に 流 通 を 生 産

者 自 ら 実 施 す る 組 織 の 育 成 を 図 り ま す 。

○ 農業経営形態の転換

現 況 の 農 家 の 作 付 け 形 態 は 、 水 稲 単 作 ・ 水 稲 ＋ 畑 作 ＋ 野 菜 ・ 水 稲

＋ 野 菜 ・ 野 菜 単 作 の ４ タ イ プ に 分 け ら れ ま す が 、 ５ 年 後 の 推 奨 類 型

は 構 造 改 革 の 実 現 に よ り 水 稲 ＋ 畑 作 ＋ 野 菜 ・ 水 稲 ＋ 野 菜 ・ 野 菜 単 作

・ 法 人 の ４ タ イ プ に し ま す 。

○ 高収益作物の奨励

農 業 構 造 改 革 の 実 現 に よ り 、 水 稲 作 付 面 積 を で き る だ け 維 持 し つ

つ 、 野 菜 の 比 率 を 増 大 し 、 そ の 主 要 作 物 を キ ヌ サ ヤ エ ン ド ウ 、 立 茎

ア ス パ ラ ガ ス 、 高 設 い ち ご と し 、 高 収 益 野 菜 生 産 を 行 い ま す 。

（２） 水産業所得の向上対策

○ 漁業環境保全と循環型社会への対応

陸 地 開 発 を 目 的 と し た 環 境 へ の 負 荷 に よ り 、 漁 場 環 境 の 悪 化 が 懸

念 さ れ 磯 焼 け 等 に よ る 漁 業 に 大 き な 影 響 が 出 て い ま す 。

そ の た め 環 境 保 全 に 関 わ る 流 域 全 体 の 環 境 改 善 が 課 題 と な っ て い

る こ と か ら 、 漁 業 者 を 中 心 と し た 森 運 動 の 創 設 や 支 援 を 積 極 的 に 展

開 し 、 森 ・ 川 ・ 農 ・ 海 の 環 境 を 一 体 と 捉 え た 環 境 保 全 活 動 を 推 進 し

て い き ま す 。

ま た 、 漁 獲 か ら 加 工 ま で の 各 段 階 で 発 生 す る 水 産 系 廃 棄 物 の 処 理

は 、 効 率 的 な 利 用 や リ サ イ ク ル を 進 め る 循 環 型 社 会 と 資 源 再 生 に 有

用 と 考 え ら れ る こ と か ら 強 力 に 取 り 組 ん で い き ま す 。

○ つくり育てる漁業の推進

天 然 資 源 の 枯 渇 が 心 配 さ れ る 本 町 の 漁 業 振 興 に と っ て 、 つ く り 育

て る 漁 業 の 推 進 は 、 生 産 の 中 核 で あ る 漁 船 漁 業 を 補 完 す る 重 要 な 役

割 を 担 っ て お り ま す 。
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漁 業 生 産 組 合 に よ る 漁 業 者 自 身 の 意 識 改 革 と 受 益 者 負 担 に よ る 養

殖 栽 培 が 実 践 さ れ て い ま す が 、 更 な る コ ス ト の 削 減 と 需 要 の 拡 大 に

よ る 増 産 と 新 た な 魚 種 へ の 事 業 展 開 に よ り 、 経 営 基 盤 の 強 化 と と も

に 高 収 入 化 に 向 け た 高 品 質 、 高 価 格 「 上 ノ 国 ブ ラ ン ド 」 の 確 立 を 図

っ て い き ま す 。

ま た 、 港 の 周 辺 の 水 域 を 利 用 し た 増 養 殖 を 考 え 、 藻 場 が 形 成 さ れ

や す い 構 造 を 持 つ 沿 岸 構 造 物 の 整 備 と 、 管 理 型 漁 業 の 推 進 に よ り 漁

業 者 自 ら が 種 を ま き ・ 育 て ・ 収 穫 に つ な げ 、 漁 場 回 復 と 漁 場 造 成 が

漁 業 生 産 の 拡 大 を 図 れ る よ う あ ら ゆ る 施 策 を 試 み ま す 。

○ 水産物の付加価値向上と供給体制の整備

国 内 の 水 産 物 需 要 の 頭 打 ち 、 最 近 の 魚 価 低 迷 の 傾 向 は 、 漁 業 経 営

の 悪 化 の 大 き な 要 因 と な っ て い ま す 。

漁 獲 か ら 加 工 出 荷 に 至 る 生 産 体 制 の 確 立 を 押 し 進 め 、 消 費 者 に 対

す る 食 の 安 全 ・ 安 心 を Ｐ Ｒ す る 生 産 履 歴 （ ト レ ー サ ビ リ テ ィ ー ） な

ど 、 消 費 者 指 向 を 的 確 に 捉 え た 水 産 加 工 品 を 開 発 し 町 内 他 産 業 と の

連 携 を 図 り な が ら 、 ブ ラ ン ド 化 な ど の 産 地 の 努 力 や 地 産 地 消 ・ 直 販

を 増 や す た め の 情 報 発 信 な ど 、 内 発 的 な 産 業 お こ し に 向 け た 自 営 事

業 者 の 育 成 を 行 う と 共 に 支 援 体 制 の 強 化 に 向 け た 整 備 を し て い き ま

す。
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実 施 計 画 書 （ 年 度 別 ）

実 施 年 度
重 点 事 項 項 目 ・ 内 容

21⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ○

産 業 基 盤
1 産 業 基 盤 の 整 備

の 強 化

(1) 農 業 所 得 の 向 上 対 策 → → ○ ○ ○ ◎

(2) 水 産 業 所 得 の 向 上 対 策 → → ○ ○ ○ ◎

（ 注 ） 「 ● 」 ： 実 施 済 「 → 」 ： 内 容 検 討 （ 見 直 し ）

「 ○ 」 ： 経 過 実 施 （ 一 部 ） 「 □ 」 ： 期 限 付 実 施

「 ◎ 」 ： 本 格 実 施 （ 全 部 ） 「 ⇒ 」 ： 継 続 実 施

「 ■ 」 ： 事 業 完 了 （ 予 定 ）
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第４章 財政効果

第１ 改革実施による財政効果

１ 財政効果額の状況

前 章 の 「 実 施 計 画 」 を 実 行 す る こ と に よ り 、

平 成 １ ７ 年 度 か ら 平 成 ２ １ 年 度 ま で の ５ ヵ 年 間 で 、

歳 入 １ 億 ８ 千 １ 百 万 円

歳 出 １ ０ 億 １ 千 ０ 百 万 円

合 計 １ １ 億 ９ 千 １ 百 万 円

年 度 別 で は 、

平 成 １ ７ 年 度 ２ 億 １ 千 １ 百 万 円

平 成 １ ８ 年 度 ２ 億 ４ 千 ３ 百 万 円

平 成 １ ９ 年 度 ２ 億 ５ 千 ２ 百 万 円

平 成 ２ ０ 年 度 ２ 億 ４ 千 ９ 百 万 円

平 成 ２ １ 年 度 ２ 億 ３ 千 ６ 百 万 円

の 財 政 効 果 が 見 込 ま れ ま す 。

行財政改革計画実施による年度別財政効果額

 （単位：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 累　計

7 8 8 8 9 40 

5 9 10 10 11 45 

18 22 21 23 12 96 

30 39 39 41 32 181 

△ 76 △ 80 △ 82 △ 77 △ 74 △ 389 

人 件 費 △ 76 △ 80 △ 82 △ 77 △ 74 △ 389 

△ 105 △ 124 △ 131 △ 131 △ 130 △ 621 

物 件 費 △ 43 △ 46 △ 50 △ 51 △ 51 △ 241 

維 持 補 修 費 △ 24 △ 29 △ 30 △ 30 △ 30 △ 143 

補 助 費 等 △ 33 △ 44 △ 45 △ 44 △ 43 △ 209 

繰 出 金 △ 4 △ 4 △ 5 △ 5 △ 5 △ 23 

そ の 他 △ 1 △ 1 △ 1 △ 1 △ 1 △ 5 

△ 181 △ 204 △ 213 △ 208 △ 204 △ 1,010 

211 243 252 249 236 1,191 合 計

計

歳

出

義 務 的 経 費

そ の 他 の 経 費

計

区       　　　分
財 政 効 果 額

歳
入

町 税

使用 料・ 手 数料

そ の 他 歳 入
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２ 財政効果額の内訳

( ) 性質別歳出削減額1

性 質 別 内 訳 で 削 減 が 最 も 大 き い 項 目 は 、 人 件 費 （ 職 員 給 与 等 ） の

３ 億 ８ 千 ９ 百 万 円 で 、 次 に 物 件 費 （ 燃 料 代 な ど ） の ２ 億 ４ 千 １ 百 万

円 、 補 助 費 等 （ 団 体 等 へ の 補 助 金 ） の ２ 億 ９ 百 万 円 と 続 い て い ま す 。

な お 、 人 件 費 に つ い て は 、 特 別 会 計 職 員 の 人 件 費 削 減 分 ２ 千 ３ 百

万 円 が 繰 出 金 に 、 消 防 職 員 の 人 件 費 削 減 分 ６ 千 ５ 百 万 円 が 補 助 費 等

に 、 そ れ ぞ れ 含 ま れ て い る こ と か ら 、 実 質 的 な 人 件 費 削 減 に よ る 財

政 効 果 額 は 、 ４ 億 ７ 千 ７ 百 万 円 と 歳 出 削 減 総 額 の 約 ５ 割 を 占 め て い

ま す 。

行財政改革実施における性質別歳出削減額（５ヵ年累計）の比率

 （単位：百万円）

9,356 8,967 △ 389 38.5% △ 389 38.5%

人 件 費 4,382 3,993 △ 389 38.5% △ 389 38.5%

扶 助 費 830 830 0 0.0% 0 0.0%

公 債 費 4,144 4,144 0 0.0% 0 0.0%

1,413 1,413 0 0.0% 0 0.0%

8,209 7,588 △ 621 61.5% △ 88 8.7%

物 件 費 2,770 2,529 △ 241 23.9% 0 0.0%

維 持 補 修 費 520 377 △ 143 14.2% 0 0.0%

補 助 費 等 2,303 2,094 △ 209 20.7% △ 65 6.4%

繰 出 金 2,039 2,016 △ 23 2.3% △ 23 2.3%

そ の 他 577 572 △ 5 0.5% 0 0.0%

18,978 17,968 △ 1,010 100.0% △ 477 47.2%

区       　　　分

歳

出

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他 の 経 費

合 計

比　率
実施後
累計額

削減額
実施前
累計額

比　率
人件費
見合分
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( ) 項目別歳出削減額2

項 目 別 歳 出 削 減 の 内 訳 は 次 の と お り で す 。

重点事項 ： ④ 歳出の削減 （単価：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 計

(1) △ 75.8 △ 80.0 △ 81.6 △ 77.7 △ 74.0 △ 389.1

ア － － － － － －

イ △ 1.5 △ 1.5 △ 1.5 △ 1.5 △ 1.5 △ 7.5

ウ △ 4.1 △ 4.1 △ 4.1 △ 4.1 △ 4.1 △ 20.5

エ △ 2.7 △ 2.7 △ 2.7 △ 2.7 △ 2.7 △ 13.5

オ △ 1.6 △ 1.6 △ 1.6 △ 1.6 △ 1.6 △ 8.0

カ △ 4.1 △ 4.1 △ 4.1 △ 4.1 △ 4.1 △ 20.5

キ △ 19.4 △ 19.6 △ 19.2 △ 18.1 △ 17.0 △ 93.3

ク △ 12.8 △ 12.9 △ 12.5 △ 11.6 △ 10.7 △ 60.5

ケ △ 7.0 △ 7.2 △ 6.7 △ 5.9 △ 5.2 △ 32.0

コ △ 6.2 △ 9.0 △ 10.9 △ 10.5 △ 10.4 △ 47.0

サ △ 4.1 △ 4.8 △ 5.1 △ 4.7 △ 4.4 △ 23.1

シ △ 1.6 △ 1.6 △ 1.6 △ 1.6 △ 1.6 △ 8.0

ス △ 10.7 △ 10.9 △ 10.6 △ 10.3 △ 9.7 △ 52.2

セ 0.0 0.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 3.0

特殊勤務手当の凍結

職員人件費削減等に伴う共済
費、負担金の削減

フレックス制の導入

手当役付加算額の全額凍結

管理職手当の一部凍結

時間外勤務手当等の削減

寒冷地手当の削減

非常勤特別職報酬の削減

議員報酬の削減

議員期末手当の削減

職員給料の一部凍結

人件費の削減

定員適正化計画の策定と公表

常勤特別職報酬の削減

常勤特別職期末手当の削減

行財 政改 革実 施によ る財 政効果額

項 目 ・ 内 容
年 度 別 財 政 効 果 額
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重点事項 ： ④ 歳出の削減 （単価：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 計

(2) △ 43.8 △ 46.7 △ 50.3 △ 50.3 △ 50.3 △ 241.4

ア △ 19.1 △ 19.1 △ 22.7 △ 22.7 △ 22.7 △ 106.3

イ △ 2.4 △ 2.4 △ 2.4 △ 2.4 △ 2.4 △ 12.0

ウ △ 5.9 △ 5.9 △ 5.9 △ 5.9 △ 5.9 △ 29.5

エ △ 4.4 △ 4.4 △ 4.4 △ 4.4 △ 4.4 △ 22.0

オ △ 3.7 △ 3.7 △ 3.7 △ 3.7 △ 3.7 △ 18.5

カ △ 0.4 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.4 △ 0.4 △ 2.0

キ 0.0 △ 2.6 △ 2.6 △ 2.6 △ 2.6 △ 10.4

ク △ 7.9 △ 8.2 △ 8.2 △ 8.2 △ 8.2 △ 40.7

(3) △ 23.5 △ 29.0 △ 30.0 △ 30.0 △ 30.0 △ 142.5

ア △ 8.4 △ 11.3 △ 11.3 △ 11.3 △ 11.3 △ 53.6

イ △ 14.2 △ 14.2 △ 14.2 △ 14.2 △ 14.2 △ 71.0

ウ △ 0.9 △ 3.5 △ 4.5 △ 4.5 △ 4.5 △ 17.9

(4) △ 33.2 △ 43.2 △ 45.1 △ 43.8 △ 43.2 △ 208.5

ア △ 2.7 △ 3.9 △ 5.2 △ 5.2 △ 5.2 △ 22.2

イ △ 30.0 △ 38.8 △ 39.4 △ 38.1 △ 37.5 △ 183.8

△ 13.0 △ 13.4 △ 14.0 △ 12.6 △ 12.1 △ 65.1

ウ △ 0.5 △ 0.5 △ 0.5 △ 0.5 △ 0.5 △ 2.5

(5) △ 4.9 △ 5.4 △ 5.9 △ 6.1 △ 6.3 △ 28.6

ア △ 3.9 △ 4.4 △ 4.9 △ 5.1 △ 5.3 △ 23.6

△ 3.9 △ 4.4 △ 4.9 △ 5.1 △ 5.3 △ 23.6

イ △ 1.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 1.0 △ 5.0

(6) － － － － － －

ア － － － － － －

△ 181.2 △ 204.3 △ 212.9 △ 207.9 △ 203.8 △ 1,010.1

う ち 人 件 費 分

その他負担金等の削減

各団体等への貸付金の縮減

特別会計への繰出金の縮減

繰出金、貸付金の縮減

施設の整理合理化（統廃合）

う ち 人 件 費 分

維持補修費の削減

補助費等の削減

各種団体への補助金等の削減

各種委員への謝礼等の削減

施設維持管理費等の削減

維持補修費の縮減と予算の一
元管理

新規公用車の購入抑制

旅費の見直し

消耗品費の削減

光熱費等の削減

役務費の削減

備品購入費の削減

行 財政 改革 実施に よる 財政 効果額

年 度 別 財 政 効 果 額

歳 出 削 減 額

項 目 ・ 内 容

公債費の削減

起債の抑制

物件費の削減

その他物件費の削減

賃金の削減
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( ) 項目別歳入確保額3

項 目 別 歳 入 確 保 の 内 訳 は 次 の と お り で す 。

重点事項 ： ③ 歳入の確保 （単価：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 計

(1) 11.6 12.6 13.2 14.1 15.4 66.9

ア 7.3 7.7 8.0 8.5 8.9 40.4

イ 2.4 2.4 2.4 2.4 2.5 12.1

ウ 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 6.0

エ 0.7 1.3 1.6 2.0 2.8 8.4

(2) 1.8 5.7 6.2 6.2 6.2 26.1

ア 1.7 5.6 6.1 6.1 6.1 25.6

ウ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5

(3) 16.4 20.0 20.0 20.0 10.0 86.4

ア 10.0 20.0 20.0 20.0 10.0 80.0

イ 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4

29.8 38.3 39.4 40.3 31.6 179.4

年 度 別 財 政 効 果 額

収納率の向上

歳 入 確 保 額

行財 政改 革実 施によ る財 政効果額

町税の収納対策

住宅料、保育料の収納対策

貸付金の償還対策

口座振替の推進

公共施設使用料の見直し

受益者負担の適正化

町有財産の処分

遊休資産の処分

項 目 ・ 内 容

各種講習会等の参加料徴収

ハンノキ地区分譲地の売却
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第２ 実施後の財政見通し

１ 算定（財政シミュレーション）

 （単位：百万円）

H17 H18 H19 H20 H21 累　計

380 379 378 377 376 1,890 

189 189 189 189 189 945 

2,252 2,233 2,080 2,016 1,971 10,552 

135 139 140 140 141 695 

267 278 303 323 420 1,591 

305 227 66 66 145 809 

臨 時 財 政 対 策 債 212 199 0 0  0 411 

そ の 他 93 28 66 66 145 398 

240 237 228 225 214 1,144 

3,768 3,682 3,384 3,336 3,456 17,626 

1,878 1,884 1,820 1,726 1,659 8,967 

人 件 費 830 834 813 778 738 3,993 

扶 助 費 166 166 166 166 166 830 

公 債 費 882 884 841 782 755 4,144 

331 176 226 245 435 1,413 

1,468 1,497 1,528 1,548 1,547 7,588 

物 件 費 511 508 504 503 503 2,529 

維 持 補 修 費 80 75 74 74 74 377 

補 助 費 等 425 419 427 415 408 2,094 

繰 出 金 337 381 408 442 448 2,016 

そ の 他 115 114 115 114 114 572 

3,677 3,557 3,574 3,519 3,641 17,968 

91 125 △ 190 △ 183 △ 185 △ 342 

91 216 26 △ 157 △ 342 基金繰入後

878 865 860 859 859 517 

7,507 6,992 6,346 5,746 5,240 

行 財 政 改 革 実 施 後 ５ ヵ 年 間 の 収 支 見 通 し

基 金 年 度 末 残 高

町 債 年 度 末 残 高

収 支 見 通 し

歳

入

合 計

歳

出

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他 の 経 費

合 計

歳 入 歳 出 差 引 額

H17 ～ H21 累 積 収 支

そ の 他 歳 入

使 用 料 ・ 手 数 料

国 道 支 出 金

町 債

区       　　　分

町 税

地 方 譲 与 税 等

地 方 交 付 税
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２ 算定の結果

行 財 政 改 革 実 施 後 の 単 年 度 収 支 額 は 平 成 １ ７ 年 度 に ９ 千 １ 百 万 円 、

平 成 １ ８ 年 度 に １ 億 ２ 千 ５ 百 万 円 の 黒 字 収 支 と な り 、 そ の 後 、 平 成

１ ９ 年 度 に １ 億 ９ 千 万 円 、 平 成 ２ ０ 年 度 に １ 億 ８ 千 ３ 百 万 円 、 平 成

２ １ 年 度 に １ 億 ８ 千 ５ 百 万 円 の 赤 字 収 支 が 見 込 ま れ ま す 。

推 計 期 間 （ 平 成 １ ７ 年 度 ～ 平 成 ２ １ 年 度 ） の ５ ヵ 年 間 に お け る 歳

入 累 計 額 は １ ７ ６ 億 ２ 千 ６ 百 万 円 、 歳 出 累 計 額 は １ ７ ９ 億 ６ 千 ８ 百

万 円 と な り 、 累 積 収 支 は ３ 億 ４ 千 ２ 百 万 円 の 赤 字 と な り ま す 。

し か し 、 基 金 保 有 額 （ ８ 億 ５ 千 ９ 百 万 円 ） の 一 部 を 繰 り 入 れ す る

こ と に よ り 赤 字 は 解 消 で き る も の と 予 想 さ れ ま す 。

財政シミュレーション

△ 20 

△ 10 

0 

10 

20 

30 

40 

H17 H18 H19 H20 H21

億

歳入 歳出 H17～H21累積収支
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附 属 資 料
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１ 歳 入 の 推 移 （ １ ３ 頁 ・ １ ４ 頁 グ ラ フ 関 係 ）

（ 単 位 ： 百 万 円 、 ％ ）

平成02年度 平成03年度 平成04年度 平成05年度 平成06年度

361.6 384.5 400.9 410.9 406.5 
2,330.2 2,448.3 2,718.0 2,591.5 2,973.8 
2,330.2 2,448.3 2,718.0 2,591.5 2,973.8 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
1,294.6 1,518.2 1,301.5 2,409.5 3,050.5 
3,986.4 4,351.0 4,420.4 5,411.9 6,430.8 

伸 び 率 4.3 6.3 4.3 2.5 △ 1.1 
割 合 58.5 56.3 61.5 47.9 46.2 
伸 び 率 4.6 5.1 11.0 △ 4.7 14.8 

平成07年度 平成08年度 平成09年度 平成10年度 平成11年度

415.9 426.5 442.7 417.2 441.4 
2,794.9 2,872.0 2,990.5 3,023.1 3,082.3 
2,794.9 2,872.0 2,990.5 3,023.1 3,082.3 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
4,073.3 3,274.5 2,780.9 4,208.0 2,185.3 
7,284.1 6,573.0 6,214.1 7,648.3 5,709.0 

伸 び 率 2.3 2.5 3.8 △ 5.7 5.8 
割 合 38.4 43.7 48.1 39.5 54.0 
伸 び 率 △ 6.0 2.8 4.1 1.1 2.0 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

438.2 415.2 399.1 386.9 370.1 
3,071.1 2,960.8 2,827.6 2,776.6 2,532.2 
3,071.1 2,829.1 2,554.9 2,369.8 2,256.0 

0.0 131.7 272.7 406.8 276.2 
2,143.4 2,743.8 2,209.0 2,261.7 1,521.9 
5,652.7 6,119.8 5,435.7 5,425.2 4,424.2 

伸 び 率 △ 0.7 △ 5.3 △ 3.9 △ 3.1 △ 4.3 
割 合 54.3 48.4 52.0 51.2 57.2 
伸 び 率 △ 0.4 △ 3.6 △ 4.5 △ 1.8 △ 8.8 

町 税

地方交付税等

地方交付税（含臨対債）

そ の 他 の 歳 入

歳 入 合 計

地 方 交 付 税

臨 時 財 政 対 策 債

区　　　　　分

区　　　　　分

町 税

町 税

地方交付税（含臨対債）

そ の 他 の 歳 入

地 方 交 付 税

町 税

地方交付税等

臨 時 財 政 対 策 債

町 税

地 方 交 付 税

臨 時 財 政 対 策 債

町 税

歳 入 合 計

地方交付税等

歳 入 合 計

地方交付税（含臨対債）

そ の 他 の 歳 入

区　　　　　分

247
注）平成15年度までは決算額、平成16年度は決算見込額により記載する。
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２ 義 務 的 経 費 の 推 移 （ １ ５ 頁 グ ラ フ 関 係 ）

（ 単 位 ： 百 万 円 、 ％ ）

平成02年度 平成03年度 平成04年度 平成05年度 平成06年度

737.4 772.0 841.2 902.1 924.0 
72.3 61.8 69.3 289.9 282.4 
579.7 668.6 853.0 595.6 594.8 

1,389.4 1,502.4 1,763.5 1,787.6 1,801.2 
27.9 28.1 26.1 27.7 25.3 
22.0 24.3 26.5 18.3 16.3 

平成07年度 平成08年度 平成09年度 平成10年度 平成11年度

998.1 1,001.2 1,002.3 1,014.2 981.8 
290.3 313.0 308.9 311.9 323.8 
807.7 922.1 745.5 815.4 853.9 

2,096.1 2,236.3 2,056.7 2,141.5 2,159.5 
24.3 24.3 25.7 25.8 23.8 
19.7 22.4 19.1 20.8 20.7 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

959.1 964.0 905.4 875.1 915.4 
118.8 119.6 115.8 99.0 183.3 
872.7 916.1 1,006.8 1,141.8 994.2 

1,950.6 1,999.7 2,028.0 2,115.9 2,092.9 
23.9 24.6 24.0 22.3 23.4 
21.7 23.3 26.7 29.1 25.4 

区　　　　　分

区　　　　　分

人 件 費

扶 助 費

人 件 費

扶 助 費

公 債 費

義 務 的 経 費 合 計

人件費の比率（対事務的経費）

公債費の比率（対事務的経費）

公 債 費

義 務 的 経 費 合 計

人件費の比率（対事務的経費）

公債費の比率（対事務的経費）

義 務 的 経 費 合 計

人件費の比率（対事務的経費）

公債費の比率（対事務的経費）

区　　　　　分

人 件 費

扶 助 費

公 債 費
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３ 投 資 的 経 費 の 推 移 （ １ ６ 頁 グ ラ フ 関 係 ）

（ 単 位 ： 百 万 円 ）

平成02年度 平成03年度 平成04年度 平成05年度 平成06年度

1,299.5 1,575.4 1,179.7 2,037.8 2,651.0 
11.6 0.5 0.7 85.9 83.9 

1,311.1 1,575.9 1,180.4 2,123.7 2,734.9 
468.5 503.6 291.7 763.5 1,198.4 
3.8 0.2 1.5 5.6 8.2 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1,314.9 1,576.1 1,181.9 2,129.3 2,743.1 
468.5 503.6 291.7 763.5 1,198.4 

平成07年度 平成08年度 平成09年度 平成10年度 平成11年度

2,884.4 2,228.2 2,058.2 3,475.5 1,496.0 
275.9 182.9 181.1 125.7 8.4 

3,160.3 2,411.1 2,239.3 3,601.2 1,504.4 
1,528.4 927.9 986.4 1,424.6 460.8 

4.8 0.4 33.6 45.0 270.2 
0.0 0.0 16.5 8.1 115.6 

3,165.1 2,411.5 2,272.9 3,646.2 1,774.6 
1,528.4 927.9 1,002.9 1,432.7 576.4 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

1,536.9 2,039.0 1,517.1 1,429.1 512.3 
12.0 39.8 9.7 0.0 0.0 

1,548.9 2,078.8 1,526.8 1,429.1 512.3 
585.9 923.2 555.1 413.4 203.4 
571.7 1,177.7 1,249.9 464.3 287.1 
307.1 631.7 645.6 210.8 127.5 

2,120.6 3,256.5 2,776.7 1,893.4 799.4 
893.0 1,554.9 1,200.7 624.2 330.9 地方債充当額(特別会計含む)

特別会計（施設整備費）

合 計

区　　　　　分

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

投 資 的 経 費 合 計

うち地方債充当額（一般会計のみ）

特別会計（施設整備費）

地方債充当額(特別会計のみ)

区　　　　　分

区　　　　　分

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

普 通 建 設 事 業 費

災 害 復 旧 事 業 費

投 資 的 経 費 合 計

うち地方債充当額（一般会計のみ）

地方債充当額(特別会計のみ)

地方債充当額(特別会計含む)

地方債充当額(特別会計のみ)

合 計

うち地方債充当額（一般会計のみ）

特別会計（施設整備費）

合 計

地方債充当額(特別会計含む)

投 資 的 経 費 合 計
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４ そ の 他 の 経 費 の 推 移 （ １ ６ 頁 グ ラ フ 関 係 ）

（ 単 位 ： 百 万 円 、 ％ ）

平成02年度 平成03年度 平成04年度 平成05年度 平成06年度

395.4 424.0 496.5 520.9 550.1 
388.5 395.1 447.6 486.1 464.1 
75.1 119.9 169.5 126.9 139.7 
391.5 306.2 345.0 339.1 700.7 

1,250.6 1,245.3 1,458.6 1,473.0 1,854.6 
15.0 15.4 15.4 16.0 15.0 
14.7 14.4 13.9 14.9 12.7 
2.8 4.4 5.3 3.9 3.8 

平成07年度 平成08年度 平成09年度 平成10年度 平成11年度

663.5 712.4 703.7 764.6 750.7 
496.3 603.2 624.9 536.9 577.2 
134.4 141.0 182.6 216.2 266.9 
712.1 429.2 339.2 267.3 378.7 

2,006.1 1,885.8 1,850.3 1,784.9 1,973.5 
16.2 17.3 18.0 19.5 18.2 
12.1 14.6 16.0 13.7 14.0 
3.3 3.4 4.7 5.5 6.5 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

696.7 687.8 682.8 620.7 666.7 
599.2 568.6 542.3 526.3 501.2 
340.7 326.8 348.2 263.9 322.1 
428.4 340.7 168.0 401.3 329.0 

2,065.0 1,923.9 1,741.3 1,812.2 1,819.0 
17.3 17.5 18.1 15.8 17.0 
14.9 14.5 14.4 13.4 12.8 
8.5 8.3 9.2 6.7 8.2 

物件費等の比率（対事務的経費）

補助費等の比率（対事務的経費）

繰出費の比率 （対事務的経費）

繰出費の比率 （対事務的経費）

区　　　　　分

物 件 費 ・ 維 持 補 修 費

補 助 費 等

繰 出 金

そ の 他

そ の 他 の 経 費

区　　　　　分

物 件 費 ・ 維 持 補 修 費

補 助 費 等

繰出費の比率 （対事務的経費）

そ の 他 の 経 費

物件費等の比率（対事務的経費）

補助費等の比率（対事務的経費）

区　　　　　分

物 件 費 ・ 維 持 補 修 費

補 助 費 等

繰 出 金

そ の 他

物件費等の比率（対事務的経費）

補助費等の比率（対事務的経費）

繰 出 金

そ の 他

そ の 他 の 経 費
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５ 歳 出 の 推 移 （ １ ７ 頁 グ ラ フ 関 係 ）

（ 単 位 ： 百 万 円 、 ％ ）

平成02年度 平成03年度 平成04年度 平成05年度 平成06年度

1,389.4 1,502.4 1,763.5 1,787.6 1,801.2 
1,311.1 1,575.9 1,180.4 2,123.7 2,734.9 
1,250.6 1,245.2 1,458.5 1,473.0 1,854.7 
3,951.1 4,323.5 4,402.4 5,384.3 6,390.8 

35.2 34.7 40.1 33.2 28.2 
33.2 36.4 26.8 39.4 42.8 

平成07年度 平成08年度 平成09年度 平成10年度 平成11年度

2,096.1 2,236.3 2,056.7 2,141.5 2,159.5 
3,160.3 2,411.1 2,239.3 3,601.2 1,504.4 
2,006.1 1,885.8 1,850.4 1,784.9 1,973.6 
7,262.5 6,533.2 6,146.4 7,527.6 5,637.5 

28.9 34.2 33.5 28.4 38.3 
43.5 36.9 36.4 47.8 26.7 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

1,950.6 1,999.7 2,028.0 2,115.9 2,092.9 
1,548.9 2,078.8 1,526.8 1,429.1 512.3 
2,065.0 1,923.9 1,741.2 1,812.2 1,819.0 
5,564.5 6,002.4 5,296.0 5,357.2 4,424.2 

35.1 33.3 38.3 39.5 47.3 
27.8 34.6 28.8 26.7 11.6 

区　　　　　分

区　　　　　分

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他 の 経 費

歳 出 合 計

義 務 的 経 費 の 比 率

投 資 的 経 費 の 比 率

投 資 的 経 費 の 比 率

投 資 的 経 費 の 比 率

区　　　　　分

義 務 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他 の 経 費

歳 出 合 計

義 務 的 経 費 の 比 率

そ の 他 の 経 費

歳 出 合 計

義 務 的 経 費 の 比 率
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６ 基 金 ・ 町 債 残 高 の 推 移 （ １ ８ 頁 グ ラ フ 関 係 ）

（ 単 位 ： 百 万 円 ）

平成02年度 平成03年度 平成04年度 平成05年度 平成06年度

一 般 会 計 1,284.7 1,562.4 1,806.8 1,776.9 1,981.4 
特 別 会 計 2.5 10.8 14.2 26.7 31.7 
普 通 会 計 1,287.2 1,573.2 1,821.0 1,803.6 2,013.1 
一 般 会 計 4,246.9 4,342.8 4,043.1 4,452.0 5,300.9 
特 別 会 計 136.0 127.2 117.6 107.4 96.8 
普 通 会 計 4,382.9 4,470.0 4,160.7 4,559.4 5,397.7 

平成07年度 平成08年度 平成09年度 平成10年度 平成11年度

一 般 会 計 1,827.8 1,379.6 1,300.9 1,238.2 1,279.3 
特 別 会 計 36.5 39.4 41.1 45.2 35.4 
普 通 会 計 1,864.3 1,419.0 1,342.0 1,283.4 1,314.7 
一 般 会 計 6,287.6 6,581.9 7,110.8 8,039.3 7,930.2 
特 別 会 計 85.6 73.7 77.4 72.2 174.5 
普 通 会 計 6,373.2 6,655.6 7,188.2 8,111.5 8,104.7 

平成12年度 平成13年度 平成14年度 平成15年度 平成16年度

一 般 会 計 1,312.7 1,215.2 1,034.3 1,007.9 897.3 
特 別 会 計 89.8 143.9 222.1 339.3 375.3 
普 通 会 計 1,402.5 1,359.1 1,256.4 1,347.2 1,272.6 
一 般 会 計 7,910.9 8,302.7 8,370.6 8,255.2 7,925.4 
特 別 会 計 778.3 1,399.5 2,025.5 2,220.1 2,313.6 
普 通 会 計 8,689.2 9,702.2 10,396.1 10,475.3 10,239.0 

基金現在高

町債現在高

区　　　　　分

町債現在高

基金現在高

区　　　　　分

基金現在高

町債現在高

区　　　　　分
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注）平成15年度までは決算額、平成16年度は決算見込額により記載する。
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